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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルロース繊維と熱融着性繊維とを含む基材と、０．０１ｇ／ｍ２以上のカチオン性抗
菌剤とを有し、クレープ率が５％以上３０％以下である薄葉紙。
【請求項２】
　前記カチオン性抗菌剤が第四級アンモニウム塩を含有する請求項１記載の薄葉紙。
【請求項３】
　前記カチオン性抗菌剤がベンザルコニウム塩を含有する請求項１又は２記載の薄葉紙。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか1項に記載の薄葉紙を有する吸収性物品。
【請求項５】
　（ｉ）セルロース繊維と熱融着性繊維を含む湿紙に、カチオン性抗菌剤を含む水系塗布
液を塗布する工程、
　（ｉｉ）ドライヤ表面にクレーピング用接着剤を塗布する工程、
　（ｉｉｉ）前記水系塗布液を塗布した湿紙と、前記クレーピング用接着剤を塗布したド
ライヤ表面とを接触させ、前記湿紙を乾燥させながらドライヤ表面へ接着させる工程、及
び
　（ｉｖ）前記湿紙を乾燥させた繊維シートに対しドクターブレードを用いてドライヤ表
面から剥がしてクレープ加工を施し、薄葉紙を得る工程
を有する薄葉紙の製造方法。
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【請求項６】
　前記熱融着性繊維としてポリビニルアルコール繊維を含み、ポリビニルアルコール繊維
がセルロース繊維に対し０．２質量％以上８質量％以下含有されている請求項５記載の薄
葉紙の製造方法。
【請求項７】
　前記クレーピング用接着剤としてカチオン化澱粉を含む請求項５又は６に記載の薄葉紙
の製造方法。
【請求項８】
　前記カチオン性抗菌剤を０．０１ｇ／ｍ２以上塗布する請求項５～７のいずれか１項に
記載の薄葉紙の製造方法。
【請求項９】
　前記クレープ加工により得られる薄葉紙のクレープ率が５％以上３０％以下である請求
項５～８のいずれか１項に記載の薄葉紙の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつや尿とりパッドなどの吸収性物品に用いられる薄葉紙に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　使い捨ておむつや尿とりパッド等の吸収性物品では、通常、排泄物から発生する臭いは
着用者や周囲の人にとって気になる問題となる。これに対する消臭技術がこれまでいくつ
か提案されてきた。
　例えば、特許文献１には、吸収性コアが活性炭を含む繊維シートで被覆され、さらにそ
の上から抗菌剤を含む繊維シートで被覆された吸収体が記載されている。また前記抗菌剤
として、抗菌性及び安全性の高さの観点から、第四級アンモニウム塩を用いることが記載
されている。第四級アンモニウム塩のようなカチオン性の抗菌剤は、排泄物の臭いの発生
原因である微生物の増殖を抑える効果が高い。
【０００３】
　通常、吸収性コアを被覆するシートは適度なクレープ（ちりめん状のしわ）が施されて
いる。これにより、シートに柔らかな風合いと、排泄液等による湿潤時の十分な伸長性と
が付与され、吸水により伸びることで吸収性コアの膨潤に追随し、シートの破れを防止で
きる。このクレープは、例えば、湿式抄造法で得られた湿紙をヤンキードライヤのドラム
表面に巻き付けて乾燥させ、乾燥後にドクターブレード等でドライヤから引き剥がすこと
で付与することができ、通常、クレープ率はヤンキードライヤ周速とドクターブレードよ
り後側の走行速度（リール速度）との速度差により調整でき、リール速度の方がヤンキー
ドライヤ週速度よりも遅く設定される。また、一定以上の張り付き強さがないと正常にク
レープ処理ができなくなる。貼り付き現象は、湿紙の成分であるパルプや、紙力剤等の薬
剤が、ドラムの金属表面と水素結合を形成することが１つの要因である。
　この貼り付きを高めるため、クレーピング用接着剤をドライヤ表面に塗布することがあ
る。例えば特許文献２には、クレーピング用接着剤として、ポリアミンーエピハロヒドリ
ン樹脂とポリ（ビニルアルコール）との組み合わせが記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１９１９６６号公報
【特許文献２】特表２００３－５１５０１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記シートの製造時において、特許文献１に示す第四級アンモニウム塩などのカチオン
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性抗菌剤は、湿紙のドライヤ表面との界面に疎水膜を形成し、湿紙とドライヤ表面との水
素結合を阻害する方向に働く。より具体的には、カチオン性抗菌剤の親水基がパルプ側に
向き、疎水基が外側に配向するため、繊維表面が疎水化してドライヤ表面との水素結合が
阻害されると考えられる。この現象は、カチオン性抗菌剤を湿紙の一面側から塗布する場
合に殊更生じやすい。これにより、湿紙とドライヤとの接着が低下してしまい、シートに
十分なクレープ率が得られなくなり、クレープ処理自体ができなくなる。そればかりか乾
燥加工の途中で、湿紙がドライヤ表面から剥離して乾燥不良を起こしてしまうことがある
。また、クレープ処理ができない分だけ紙のたるみ（テンション低下）を生み、走行時に
蛇行するなど、シートの連続生産に支障をきたすことがある。
　これに対し、従来の製造方法では、単に接着剤の塗布量を増やしても、第四級アンモニ
ウム塩などのカチオン性抗菌剤をシートに含有した場合、十分なクレープ率を得ることは
難しく改善の余地があった。また、接着剤の増量は、むしろ引き剥がし後のシート表面の
糊残りを招き、クレープによる柔らかい風合いを阻害しかねなかった。特に上記２つの特
許文献に記載された接着剤は共通して架橋構造を形成するため、薄葉紙の風合いを硬くす
る方向に作用する。また、前記接着剤は、前述したカチオン性抗菌剤が繊維間の水素結合
を緩めて発現する柔軟効果をも打消し、更には接着効果も低いと考えられる。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、カチオン性抗菌剤を含有して高い消臭能を備え、かつ
、柔らかな風合いと湿潤時の十分な伸長性とを備えた薄葉紙及びその製造方法に関する。
 
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、セルロース繊維を含んでなる基材と、０．０１ｇ／ｍ２以上のカチオン性抗
菌剤とを有し、クレープ率が５％以上３０％以下である薄葉紙を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、
　（ｉ）セルロース繊維と熱融着性繊維を含む湿紙にカチオン性抗菌剤を含む水系塗布液
を塗布する工程、
　（ｉｉ）ドライヤ表面にクレーピング用接着剤を塗布する工程、
　（ｉｉｉ）前記水系塗布液を塗布した湿紙と、前記クレーピング用接着剤を塗布したド
ライヤ表面とを接触させて、前記湿紙を乾燥させながらドライヤ表面へ接着させる工程、
及び
　（ｉｖ）前記湿紙を乾燥させた繊維シートに対しドクターブレードを用いてドライヤ表
面から剥がしてクレープ加工を施し、薄葉紙を得る工程、該薄葉紙を巻き取る工程
を有する薄葉紙の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の薄葉紙は、カチオン性抗菌剤を含有して高い消臭能を備え、かつ、柔らかな風
合いと湿潤時の十分な伸長性とを備えたものとなる。また、本発明の製造方法によれば、
上記の性能を備えた薄葉紙を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の薄葉紙の製造方法で用いられる装置の一例を示す模式図である。
【図２】本発明の薄葉紙の製造方法で用いられる水系塗布液の調製装置の一例を示す模式
図である。
【図３】（Ａ）は従来のドライヤ表面と湿紙表面との接触状態を示す模式図であり、（Ｂ
）は本発明の製造方法におけるドライヤ表面と湿紙表面とが接触する直前の状態を示す模
式図であり、（Ｃ）は（Ｂ）のドライヤ表面と湿紙表面とが接触して接着される様子を示
す模式図である。
【図４】本発明の薄葉紙を用いた吸収性物品の一例を模式的に示す断面図である。
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【００１１】
　なお、各断面図は模式的に示しており、構成要素がシート等の厚みが薄い物の場合は線
で表し、構成要素を見分けやすくするため間隔を開けて示した。したがって、実際には、
特に断らない限り、各構成要素間は接触もしくは接着している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の薄葉紙（以下、単にシートともいう。）は、セルロース繊維と、０．０１ｇ／
ｍ２以上のカチオン性抗菌剤を含有し、クレープ率が５％以上３０％以下である。このよ
うに本発明の薄葉紙は、従来は両立し難かった、前記カチオン性抗菌剤の含有とクレープ
率とを兼ね備えたものである。この両立は、後述するように、製造工程でカチオン性抗菌
剤が湿紙の一面側に塗布され膜が形成されても実現できたものである。すなわち、薄葉紙
の反対面側よりも一面側にカチオン性抗菌剤が偏在して前記坪量で含有するものであって
も、上記のクレープ率が実現する。
　本発明の薄葉紙は、この両立により、優れた消臭能を備え、かつ、ティシュペーパーの
ような柔らかな風合いと湿潤時の十分な伸長性とを備える。
【００１３】
　本発明の薄葉紙は、前述のとおり、カチオン性抗菌剤の一面側への偏在と高いクレープ
率との両立を可能にし、吸収性物品用シートとして好ましいものとなる。この薄葉紙を吸
収性物品の用途で使用する場合、肌側へカチオン性抗菌剤の塗布面がくるように使用する
ことで、使用者の肌側の菌の増殖を抑制できる。また従来、一般的に、カチオン性抗菌剤
はセルロース繊維を疎水的にするため吸収性物品の用途として使用するときにシートの液
透過性を低下させ、吸収性コアへの液の吸収を阻害する。特に、厚さ方向の全層に均一に
カチオン性抗菌剤が分布すると、液透過性が著しく低下する。しかし、本発明の薄葉紙に
おいては、その塗布量の分布を片方の面へ偏在させることで、塗布してない面からの繊維
の毛管現象による液の引込力が働き、液透過に対する塗布の影響が低減されて、液透過性
を良好なまま維持することが可能となる。
【００１４】
　本発明の薄葉紙は、セルロース繊維を含み、液透過性を備える。該透過性を有する限り
、該薄葉紙の坪量は、吸収性物品における適用部材の用途に応じて適宜設定することがで
きる。例えば、吸収体の吸収性コアの表面を被覆するコアラップシートに適用する場合、
該薄葉紙は液透過性の観点から比較的坪量の低いものであることが好ましい。この場合の
坪量は、４５ｇ／ｍ２以下であり、３０ｇ／ｍ２以下が好ましく、２０ｇ／ｍ２以下がよ
り好ましい。また、該坪量は小さいほど液透過性に優れるため好ましいが、湿潤時の伸長
性と強度を確保する観点から、８ｇ／ｍ２以上が好ましく、１３ｇ／ｍ２以下がより好ま
しい。
【００１５】
　本発明の薄葉紙のクレープ率は５％以上であり、８％以上が好ましく、１０％以上がよ
り好ましい。これにより、本発明の薄葉紙は、柔らかな風合いとともに、吸水時の十分な
伸長性を備える。また、前記クレープ率は３０％以下であり、２５％以下が好ましく、２
０％以下がより好ましい。これにより、本発明の薄葉紙は、実質的に十分な柔らかさとな
る。クレープ率が大きすぎると、クレーピング処理後の抄紙機後段や、この薄葉紙を使用
した吸収性物品の加工工程において、シート走行時のテンションによりクレープが解けた
り、テンション低下を招き、生産性を著しく悪化させることとなる。前記のクレープ率の
好ましい範囲としては、柔らかな風合いと湿潤時の十分な伸長性とのバランスの観点から
、前記クレープ率は５％以上３０％以下であり、８％以上２５％以下が好ましく、１０％
以上２０％以下がより好ましい。
【００１６】
　上記のクレープ率は、次の方法（水中伸度法）により測定することができる。
　測定対象の薄葉紙から長さ方向（薄葉紙の抄紙製造時の搬送方向、ＭＤ）に２００ｍｍ
、幅方向（ＭＤに直交する方向、ＣＤ）に１００ｍｍの矩形形状を切り出してサンプルと
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する。この矩形形状のサンプルを１０分間水中に浸漬し、３分後のＭＤの長さＣを測定し
、次式によりクレープ率を算出する。
　　クレープ率（％）＝｛（Ｃ－２００）／２００｝×１００
　例えば、１０分間浸漬後のＭＤの長さＣが２２０ｍｍであった場合、前記式により算出
される当該薄葉紙のクレープ率は１０％である。
　吸収性物品から薄葉紙を丁寧に剥がし取る。薄葉紙がその他の部分と接着剤によって接
着されている場合には、以下の手順で薄葉紙を剥がす。即ち、コールドスプレーを噴射し
、接着剤を固化させる。そして、接着剤が固化している間に、丁寧に薄葉紙をその他の部
分から剥がす。大きさが２００×１００ｍｍに満たない場合には、切り出せる大きさで測
定し、上記の式と同様の式で数字を入れ替えて算出する。
【００１７】
　本発明に用いられるカチオン性抗菌剤は、臭い成分の産生源を絶つ（生物学的消臭作用
）。すなわち、排泄液の液相において、臭い成分の産生原因である微生物や微生物由来の
酵素の増殖を抑える。この抗菌作用により、低級脂肪酸類、フェノール類、メルカプタン
類、ケトン類、アルデヒド類及びアミン類など、酸性からアルカリ性まで幅広い様々な臭
い成分の発生を抑える。
【００１８】
　カチオン性抗菌剤は、悪臭産生の制御として強い腐敗臭の発生をも抑えるため、０．０
５ｇ／ｍ２以上の坪量で含有されており、０．１ｇ／ｍ２以上が好ましく、０．２０ｇ／
ｍ２以上がより好ましい。その上限は、悪臭産生の観点から特に制限されるものではなく
、用いられる物品の用途等によって適宜設定することができる。例えば、吸収性物品の用
途においては、使用者の肌に直接、或いは排泄尿を介して長時間接触する場合があるため
、含有坪量が過剰であると肌刺激性が強い等の身体への影響や、薄葉紙を通過する排泄尿
の透過性を阻害する虞がある。そのため、その上限は、１．０ｇ／ｍ２以下が好ましく、
０．５ｇ／ｍ２以下がより好ましく、０．３ｇ／ｍ２以下が更に好ましい。該カチオン性
抗菌剤の好ましい具体例については後述する。
【００１９】
　上記のカチオン性抗菌剤の含有坪量は、次の方法により測定することができる。
　市販の製品等から分析する場合には、ドライヤやコールドスプレーなどを用いて、各部
材を剥がし、対象となる薄葉紙を得る。その後、薄葉紙中の上記のカチオン性抗菌剤の含
有坪量は、液体クロマトグラフ／質量分析計（アジレント・テクノロジー株式会社製６１
４０ ＬＣ／ＭＳ、イオン化法：ＥＳＩ）にて測定することができる。あるいは、検量線
を作成し、これに基づいてカチオン性抗菌剤の含有量を測定することもできる。
【００２０】
　本発明に用いられるセルロース繊維は、薄葉紙の基材の構成材料である。該基材は単層
であってもよく、２層以上の複数層であってもよい。あるいは２プライ以上の複数のシー
トを重ね合わせたものであって、該複数のシートのうちのいずれか一つにセルロース繊維
が含まれているものであってもよい。特に、吸収性物品に組込んだときに、薄葉紙が複数
層の場合には排泄液のコアへの移行、吸収を妨げたり、吸収性物品が硬くなり使用者の装
着感を損ねる場合があるため、単層であることが好ましい。
 
【００２１】
　セルロース繊維を含んでなる前記基材は、カチオン性抗菌剤や他の添加剤を含まず、ク
レープ加工する前のシート状繊維組成物であり、吸収性物品における具体的な適用位置に
応じて、適切な坪量のものが用いられる。例えば薄葉紙を、吸収性物品における吸収性コ
アの被覆に用いる場合には、該基材の坪量は、８ｇ／ｍ２以上が好ましく、１３ｇ／ｍ２

以上がより好ましい。また、４０ｇ／ｍ２以下が好ましく、２０ｇ／ｍ２以下がより好ま
しい。セルロース繊維材料の好ましい具体例については後述する。
 
【００２２】
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　本発明の薄葉紙には、セルロース繊維に加えて他の繊維が含まれていてもよい。他の繊
維としては、例えば熱融着性繊維が挙げられる。熱融着性繊維としては、加熱により溶融
し相互に接着する繊維を用いることができる。熱融着性繊維の具体例としては、ポリエチ
レン、ポリプロピレン及びポリビニルアルコール等のポリオレフィン系繊維、ポリエステ
ル系繊維、ポリエチレン－ポリプロピレン複合繊維、ポリエチレン－ポリエステル複合繊
維、低融点ポリエステル－ポリエステル複合繊維、繊維表面が親水性であるポリビニルア
ルコール－ポリプロピレン複合繊維、並びにポリビニルアルコール－ポリエステル複合繊
維等を挙げることができる。複合繊維を用いる場合には、芯鞘型複合繊維及びサイド・バ
イ・サイド型複合繊維のいずれをも用いることができる。これらの熱融着性繊維は、各々
単独で用いることもでき、又は２種以上を混合して用いることもできる。
【００２３】
　特に、後述するように、ポリビニルアルコール繊維を含有することが、高いクレープ率
とする観点から好ましい。ポリビニルアルコール繊維は、親水性ないし水溶解性（温水溶
解性）と熱接着性とを有する。この特性が、薄葉紙製造時における湿紙の乾燥工程（例え
ば、図１に示すようなヤンキードライヤ表面での乾燥工程）において、湿紙の一体性を高
めつつ、ドライヤ表面との接着性を高め、クレープ率の向上に貢献する。特に、単にポリ
ビニルアルコールを組成物として用いるのではなく、繊維状として薄葉紙の構成繊維とす
ることで、少ない配合量で、製造時におけるドライヤ表面との大きな接着強度が得られる
。例えば、特許文献２のようにポリビニルアルコールを繊維ではなく溶液（接着剤）とし
て塗布した場合などは、塗布液が繊維間の深さ方向へマイグレーション（埋没）してしま
う。その結果、ドライヤ表面との接着強度に寄与するシート表面の残分が極めて少なくな
り、多くの配合量が必要となる（硬くなる要因ともなる。）。一方、本発明のようにポリ
ビニルアルコールを繊維状の構成物とすることで、湿紙表面に存在するポリビニルアルコ
ールが、湿紙の乾燥工程の間、ドライヤ表面と全面に均一な接点を持ち続け、少量でも強
力な接着強度が生じる。
【００２４】
　上記の製造上の作用の観点と、これにより得られる薄葉紙の柔らかな風合い及び湿潤時
の十分な伸長性の観点から、ポリビニルアルコール繊維の物性は、繊維繊度０．１～５ｄ
ｔｅｘ、繊維径０．５～３０μｍ（真円換算）、繊維長０．５～６０ｍｍ、水中溶解温度
５０℃以上が好ましい。
　加えて、ポリビニルアルコール繊維の鹸化度は、７０モル％以上が好ましく、８０モル
％以上がより好ましく、９０モル％以上がさらに好ましい。これにより、ドライヤ表面と
の接着性が高くなるとなる。また、ポリビニルアルコール繊維の重合度は、繊維強度の観
点から５００以上が好ましく、１５００以上が更に好ましい。このようなポリビニルアル
コール繊維は水を溶媒とした湿式紡糸法や乾式紡糸法、有機溶媒を用いたゲル紡糸法など
公知の方法で製造できる。
【００２５】
　また、ポリビニルアルコール繊維は、セルロース繊維に対して、０．２質量％以上含有
されることが好ましく、１質量％以上がより好ましく、３質量％以上が更に好ましい。こ
れにより、カチオン性抗菌剤を含有していてもドライヤ表面との接着強度が向上すること
で、高いクレープ率の薄葉紙を得ることが可能となり、さらにポリビニルアルコール繊維
が融着して繊維間結合力を補強することで、シート強度は向上する。
　一方、ポリビニルアルコール繊維の含有割合の上限は、セルロース繊維に対して、１０
質量％以下含有されていることが好ましく、８質量％以下がより好ましく、５質量％以下
が更に好ましい。これにより、薄葉紙製造時にドライヤ表面と原料シート（湿紙）の接着
が過度となることを回避できる。その結果、ドクターブレードによる剥離不良を回避でき
、製造中に紙切れとそれによる生産性の悪化、乾燥後にドライヤ面側への極度のカールの
発生、カールによる吸収性物品としての加工時のハンドリング性の悪化を防ぐ。
【００２６】
　本発明において、熱融着性繊維を含有するセルロース繊維のフリーネスは、加工時の湿
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紙強度及び得られた薄葉紙の強度の観点から、７００ｍｌ以下が好ましく、６５０ｍｌ以
下がより好ましく、５８０ｍｌ以下が更に好ましい。また、その下限は、パルプの水分散
性の悪化や、薄葉紙の地合いの悪化を引き起こすことから、３００ｍｌ以上が好ましく、
４００ｍｌ以上がより好ましい。
　フリーネスは、ＪＩＳ Ｐ８１２１に規定するカナダ標準ろ水度（Ｃ．Ｓ．Ｆ．）で示
される値であり、パルプ繊維の叩解（水の存在下でパルプ繊維を機械的に叩き、磨砕する
処理）の度合いを示す値である。通常、フリーネスの値が小さいほど、叩解の度合いが強
く、叩解による繊維の損傷が大きくてフィブリル化が進行している。パルプ繊維の叩解は
、パルプ繊維を分散させた紙料（スラリー）に対して、ビーター、ディスクリファイナー
等の公知の叩解機を用いて常法に従って実施することができる。
【００２７】
　熱融着性繊維は、その繊度が０．１ｄｔｅｘ以上、特に０．５ｄｔｅｘ以上であり、ま
た、３ｄｔｅｘ以下であることが好ましい。また、薄葉紙の基材を例えば湿式抄造法で製
造する場合、熱融着性繊維は、一般にその繊維長が２ｍｍ以上６０ｍｍ以下であることが
好ましい。更に熱融着性繊維は、薄葉紙中に１質量％以上３０質量％以下含まれているこ
とが好ましい。
【００２８】
　さらに、上述した繊維成分に加えて他の成分が含まれていてもよい。他の成分としては
例えば紙力補強剤が挙げられる。紙力補強剤としては、例えばポリアミン・エピクロルヒ
ドリン樹脂、ジアルデヒドデンプン、カイメン、カルボキシメチルセルロース、ポリアク
リルアミドなどを用いることができる。これらの紙力補強剤は、１種を単独で又は２種以
上を組み合わせて用いることができる。紙力補強剤は、薄葉紙中に０．０１質量％以上３
０質量％以下、特に０．０１質量％以上２０質量％以下含まれていることが好ましい。
【００２９】
　本発明の薄葉紙において、前述した作用を損なわない範囲において、他の剤を含有する
ものであってもよい。例えば、多価アルコール、界面活性剤、他の消臭剤、一般に使用さ
れる各種の溶剤、油剤、ゲル化剤、硫酸ナトリウムやＮ，Ｎ，Ｎ－トリメチルグリシン等
の塩、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、防腐剤、殺菌・抗菌剤、香料、色素、紫外線吸収剤、キ
レート剤などを含有するものであってもよい。
【００３０】
　次に、本発明の薄葉紙の製造方法の好ましい実施形態について、図１～３を参照しなが
ら説明する。
　本実施形態の製造方法は次の工程を有する。
　（ｉ）セルロース繊維と熱融着性繊維を含む湿紙に、カチオン性抗菌剤を含む水系塗布
液を塗布する工程。
　（ｉｉ）ドライヤ表面にクレーピング用接着剤を塗布する工程。
　（ｉｉｉ）前記水系塗布液を塗布した湿紙と、前記クレーピング用接着剤を塗布したド
ライヤ表面とを接触させ、前記湿紙を乾燥させながらドライヤ表面へ接着させる工程。
　（ｉｖ）前記湿紙を乾燥させた繊維シートに対しドクターブレードを用いてドライヤ表
面から剥がしてクレープ加工を施し、薄葉紙を得る工程。
　また、上記の工程を経て得られた薄葉紙に対し、必要により（ｖ）薄葉紙を巻き取る工
程を有していてもよい。
【００３１】
　前記（ｉ）の工程は、例えば図１に示す装置において、図２に示す噴霧ノズル１６を用
いたスプレー法により実施することができる。前記水系塗布液の塗布方法としては、この
スプレー法に限定されるものではなく、通常用いられる種々の方法で行うことができる。
例えば、刷毛塗り法、バーコーター、グラビアコーター、各種ロールコーター、浸漬法な
どが挙げられる。なかでも湿紙への均等な塗布の観点からスプレー法が好ましい。
　具体的には、湿紙２０は、湿潤状態のまま第１搬送ベルト２１に搬送されて一対のプレ
スロール２２，２２で挟圧されて脱水される。次いで、脱水された湿紙２０は、第２搬送
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ベルト２３に搬送されて、ヤンキードライヤ２４に導入される前に、湿紙２０の一面に対
して前記水系塗布液が噴霧ノズル１６による噴霧によって付与される。具体的には、ヤン
キードライヤ２４の導入部には、該ヤンキードライヤ２４の周面に対向するようにタッチ
ロール２５，２５が配置されている。湿紙２０は第２搬送ベルト２３とともに、タッチロ
ール２５，２５に案内されてヤンキードライヤ２４に導入される。そしてタッチロール２
５，２５に案内される直前に、湿紙２０の一面に、噴霧ノズル１６から噴霧された水系塗
布液が付与される。図１に示す方法では、湿紙２０における一方の面（この面を第１面と
いい、その反対側を第２面という。）に対してのみ、水系塗布液が噴霧によって付与され
る。ただし、一方の面にのみ塗布する場合に限らず、両方の面に塗布する方法であっても
よい。しかし、一方の面に塗布することが、薄葉紙の液透過性の低下を防ぎ好ましい。す
なわち、前述したように、塗布していない面からの繊維の毛管現象による液の引込力が働
き、液透過に対する塗布の影響が低減されて、液透過性を良好なまま維持することが可能
となる。
【００３２】
　第１搬送ベルト２１に導入される湿紙２０は、通常の湿式抄紙製造装置を用いて通常の
方法により形成することができる。具体的には、セルロース繊維及び熱融着性繊維を含む
懸濁液を抄紙ワイヤー等を使って脱水し湿紙を形成する。具体的には、湿式抄造は、スラ
リーから繊維状物を抄いて繊維ウェブとしたものを搬送しながら乾燥する工程を有し、通
常、ワイヤーパート、プレスパート、ドライヤパート、サイズプレス、カレンダーパート
等に分けられ、順次実施される。湿式抄造は、例えば、長網抄紙機、ツインワイヤー抄紙
機、オントップ抄紙機、ハイブリッド抄紙機又は丸網抄紙機等の抄紙機を用いて常法に従
って実施することができる。
【００３３】
　湿紙２０を構成する熱融着性繊維としては、ポリビニルアルコール繊維が好ましい。
　ポリビニルアルコール繊維の含有割合や物性は、前述したものとすることが前記接着性
を高め、高クレープ率を実現して、薄葉紙の柔らかな風合いと湿潤時の十分な伸長性を実
現する観点から好ましい。前記含有割合は、少なすぎると、ドライヤ表面との接着性が低
下するのでその分クレーピング用接着剤を多く噴きつけることとなり、ドライヤ２４表面
への残留が多くなり製造の障害となりかねない。また、多すぎると、湿紙２０がドライヤ
２４の表面に強く貼り付きすぎて、クレープ時に紙が切れやすく、シートのカールが強く
なり、好適な薄葉紙の製造が難しくなる。なお、ここでのポリビニルアルコール繊維の含
有割合は、セルロース繊維の質量を基準としたものである。
【００３４】
　また、水系塗布液の調製は、例えば図２に示す装置により実施することができる。まず
、原液タンク１０中に、水系塗布液の成分である水、カチオン性抗菌剤を仕込む。これら
の成分を、撹拌翼１１を用いて十分に混合することで、水系塗布液の原液を調製する。原
液タンク１０に貯留されている原液は、必要により希釈水Ｗによって希釈され、希釈タン
ク１２において撹拌翼１３を用い十分に混合される。また、このようにして得られた水系
塗布液は、必要によりストレーナ１４を通過することで粗大物が除去され、ポンプ１５に
よって噴霧ノズル１６へ送液される。前記粗大物とは、未溶解のカチオン性抗菌剤からな
るものである。これに対して、例えば、カチオン性抗菌剤とともに塩基性化合物を導入し
て、水系塗布液のｐＨを調製することも好ましい。ｐＨの値を高めることで、粗大物が微
分散しやすくなるものと考えられる。その観点から、水系塗布液のｐＨは５．０以上が好
ましく、６．５以上がより好ましく、７．０以上が更に好ましい。また、水系塗布液の粘
度が上昇しすぎないようにする観点から、ｐＨは９．０以下が好ましく、８．５以下がよ
り好ましい。また、ｐＨは、５．０以上９．０以下が好ましく、６．５以上９．０以下が
より好ましく、７．０以上８．５以下が更に好ましい。
【００３５】
　なお、水系塗布液にはキレート剤を含有させてもよい。キレート剤は、水系塗布液中に
不純物として含まれることのある金属イオンと錯体を形成して、前記抗菌剤に起因するス
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カムの生成を抑制するからである。この観点から、水系塗布液に含まれるキレート剤の濃
度は０．１質量％以上、特に０．５質量％以上とすることが好ましい。また、２．０質量
％以下、特に１．５質量％以下とすることが好ましい。水系塗布液に含まれるキレート剤
の濃度は例えば０．１質量％以上２．０質量％以下、特に０．５質量％以上１．５質量％
以下とすることが好ましい。
【００３６】
　キレート剤としては、例えばアミノトリ（メチレンホスホン酸）、１－ヒドロキシエチ
リデン－１－ジホスホン酸）、エチレンジアミンテトラ（メチレンホスホン酸）、ジエチ
レントリアミンペンタ（メチレンホスホン酸）、及びそれらの塩、２－ホスホノカルボン
酸又はその塩、アスパラギン酸又はその塩、グルタミン酸又はその塩等のアミノ酸又はそ
の塩、ニトリロ三酢酸又はその塩、エチレンジアミン四酢酸又はその塩等のアミノポリ酢
酸又はその塩等の有機酸又はその塩、クエン酸又はその塩、ピロ－及びトリリン酸塩等が
挙げられる。これらのキレート剤は１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いること
ができる。
【００３７】
　次いで、水系塗布液が付与された湿紙２０は、湿潤状態のままヤンキードライヤ２４の
周面に保持されて搬送される。その際、湿紙２０の第１面（水系塗布液を付与した面）が
ヤンキードライヤ２４の周面に向けられる。ヤンキードライヤ２４の導入部には、該ヤン
キードライヤ２４の周面に対向するようにタッチロール２５，２５が配置されている。湿
紙２０は搬送ベルト２４とともに、タッチロール２５，２５に案内されてヤンキードライ
ヤ２４に導入される。
【００３８】
　一方、前記（ｉｉ）の工程は、湿紙２０の導入位置の手前で、前記（ｉ）の工程とは別
に同時並行でなされる。具体的には、湿紙２０が導入される地点Ｐ１よりも、ヤンキード
ライヤ２４の回転方向Ｆの川上の地点ＰＰで、ヤンキードライヤ２４の表面に対しクレー
ピング用接着剤が塗布される。このとき、例えば噴霧ノズル１７が用いられる。地点ＰＰ
で塗布されたクレーピング用接着剤は、湿紙２０の導入地点Ｐ１に到達するまでに乾固し
た状態となっている。
【００３９】
　このときの、クレーピング用接着剤の塗布液濃度は、十分な接着性を得るため、０．０
１％以上が好ましく、０．０５％以上がより好ましく、０．１％以上が更に好ましい。一
方、濃度が高すぎると粘度が高くなり噴霧ノズル１７からの均一な噴霧ができなくなるた
め、２．０％以下が好ましく、１．０％以下がより好ましく、０．７％％以下が更に好ま
しい。なお、前記塗布液濃度とは、ドライヤ表面に塗布する直前の濃度のことであり、塗
布液中のクレーピング用接着剤の有効分の重量パーセント濃度のことである。
　また、上記の塗布液濃度とするクレーピング用接着剤の塗布液の塗布量は、ドライヤ２
４の周速度、幅、噴霧ノズル１７の流量の調整により、適宜設定することができる。
【００４０】
　前記（ｉｉ）の工程で用いるクレーピング用接着剤は、通常用いられるものを特に制限
なく用いることができる。特に、カチオン性抗菌剤に起因する湿紙２０とヤンキードライ
ヤ２４との接着阻害が解消され得る接着剤が好ましい。特に、カチオン性の接着剤が、後
述のとおり、湿紙２０とヤンキードライヤ２４表面との接着性に優れる。具体的には、カ
チオン化澱粉やポリアミドアミン（ＰＡＥ）接着剤、成型加工澱粉、アセチル化澱粉、酸
化澱粉などが挙げられる。特に、カチオン化澱粉が、他の接着剤よりも少ない量で高い接
着力（接着強度）を付与でき、シートの柔らかさを阻害しない（硬くならない）ので特に
好ましい。
【００４１】
　前記（ｉ）の工程で水系塗布液を塗布された湿紙２０と、前記（ｉｉ）の工程でクレー
ピング用接着剤が塗布されたヤンキードライヤ２４の表面とが地点Ｐ１で合流する。その
後、ヤンキードライヤ２４の表面では、地点Ｐ１からドクターブレード２６が接する地点
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Ｐ２までの間で、前記（ｉｉｉ）の工程が行われる。
【００４２】
　前記（ｉｉｉ）の工程では、ヤンキードライヤ２４の発する熱により、その周面に当接
した湿紙２０を乾燥させる。これと同時に、次のようにして、湿紙の水分とヤンキードラ
イヤの熱とにより前記クレーピング用接着剤の接着力が発現する。
　まず、前記クレーピング用接着剤は、地点Ｐ１で、前述のとおり乾固した状態で湿紙２
０と接触し、湿紙２０の水分により再溶解する。その後、ヤンキードライヤ２４の加熱に
よって前記クレーピング用接着剤が乾燥することで、水分の蒸発が進行する湿紙２０とヤ
ンキードライヤ２４とが強固に接着される。
　このような乾固、再溶解及び乾燥により接着力が発現する剤としては、少ない量で高い
接着力を発現できるカチオン化澱粉が特に好ましい。
【００４３】
　この接着力の発現過程について、図３（Ａ）～（Ｃ）を参照しながら以下に詳述する。
　図３（Ａ）のように従来であれば、湿紙２０の第１面に含まれるカチオン性抗菌剤の液
膜（疎水膜）２０Ａが形成される。この膜２０Ａが、その疎水性ゆえに、ヤンキードライ
ヤ２４と湿紙２０との水素結合の接着を阻害する。
　しかし、本発明の製造方法においては、図３（Ｂ）に示すように、ヤンキードライヤ２
４の表面に、カチオン性のクレーピング用接着剤の膜２４Ａ（乾燥膜）が形成される。こ
の膜２４Ａ（乾燥膜）は、ドライヤと湿紙が接触したときに（図３（Ｃ）参照）、湿紙２
０の水分で溶解し、続けて瞬時にドライヤ熱で再乾燥され、被膜を形成する。このとき湿
紙２０側では、同じカチオン性である抗菌剤が、接着剤の膜２４Ａと同時に、疎水膜２０
Ａを形成するため、疎水膜２０Ａの連続性が阻害されるものと考えられる。その結果、カ
チオン性のクレーピング用接着剤は、疎水膜２０Ａを介さずに湿紙２０に接触し、湿紙２
０のセルロース繊維などのアニオン成分と吸着する。このとき、クレーピング用接着剤が
カチオン性であることで、湿紙のアニオン性成分であるセルロース繊維や紙力剤等の薬剤
（ポリビニルアルコールも含む）と再溶解の間に素早く吸着すし、ドライヤ２４と湿紙と
の間の接着が可能となり、特に澱粉系が接着性に優れている。このようにしてヤンキード
ライヤ２４と湿紙２０とが強固に接着される。
【００４４】
　このとき、湿紙２０側に熱融着性繊維、特にポリビニルアルコール繊維があると、両部
材の接着がより強化される。具体意的には、ヤンキードライヤ２４側のカチオン性のクレ
ーピング用接着剤を片方に、湿紙２０側のアニオン性のポリビニルアルコール繊維８をも
う片方に使うことで、接合がより強固となる。ただし、この接着強度はポリビニルアルコ
ール繊維８単独では得られるものでない。カチオン性のクレーピング用接着剤の再溶解時
の疎水膜２０Ａの膜形成阻害により、初めてポリビニルアルコール繊維８の適度な水溶解
性及び熱接着性が有効に作用する。このような接合により、高いクレーピング率をより安
定的に実現できる。また、強固な接着力を保持ししながらクレーピング用接着剤の塗布量
の低減が可能となり、得られた薄葉紙の糊残りが抑えられてシートの柔らかな風合いがさ
らに向上する。
【００４５】
　上記のような接着力の発現の観点から、ヤンキードライヤ２４の発熱温度は、外表面に
おいて、８０℃以上が好ましく、１１０℃以上がより好ましく、１３０℃以上が更に好ま
しい。また、シートの過乾燥を防止するための観点から、１７０℃以下が好ましく、１５
０℃以下がより好ましい。
【００４６】
　また、接着力を示す接着強度としては、１０ｃＮ／５０ｍｍ以上が好ましく、３５ｃＮ
／５０ｍｍ以上がより好ましく、５０ｃＮ／５０ｍｍ以上が更に好ましい。また、その前
記接着強度は、接着強度が強すぎるとドクターブレードによりドライヤから剥すときに、
紙が破けて生産が中断する等の生産性に問題が起きる可能性が高まるため　の観点から、
１８０ｃＮ／５０ｍｍ以下が好ましく、１５０ｃＮ／５０ｍｍ以下がより好ましく、１２
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０ｃＮ／５０ｍｍ以下が更に好ましい。
【００４７】
　次いで、地点Ｐ２では、湿紙２０は十分に乾燥した繊維シート２７となっており、前記
（ｉｖ）のクレープ加工の工程がなされる。
　具体的には、地点Ｐ２において、ドクターブレード２６が、ヤンキードライヤ２４の周
面に強く接触し、繊維シート２７を該周面から剥離させる。その剥離の際に、繊維シート
２７にクレープが付与されて薄葉紙２８が得られる。なお、必要により、クレープ加工が
施されて得られた薄葉紙２８を巻き取りロール２９によって巻き取る工程があってもよい
。
【００４８】
　薄葉紙２８のクレープは以下のように施される。通常、クレープを施す場合、巻取りロ
ール２９の周速度（Ｖ２）に対し、ヤンキードライヤ２４の周速度（Ｖ１）の方が常に速
度が大きい状態である。ヤンキードライヤ２４に貼り付いた繊維シート２７がドクターブ
レード２６により剥されるときに、シワ状のクレープを形成し、クレープがない場合に比
べてその速度の差分（周速差）だけ水中伸度法によるクレープ率Ｃ（％）が大きくなる。
一方、機械設定上の理論クレープ率Ｃ０は、速度Ｖ１とＶ２の速度差より以下の式により
求まる。Ｃ０（％）＝（Ｖ１－Ｖ２）／Ｖ２。例えば、Ｖ１が１２０ｍ／ｍｉｎ、Ｖ２が
１００ｍ／ｍｉｎの場合には理論クレープ率Ｃ０（％）は２０％になる。ただし、湿式抄
造によりできた巻取りロール２９の薄葉紙２８においては、水中伸度法によるクレープ率
Ｃは、理論クレープ率Ｃ０と同じか小さくなる。
　ヤンキードライヤ２４と繊維シート２７との接着強度が十分になければ、剥離地点Ｐ２
から巻取りロール２９までの間で適度なテンションがかからない。接着強度が弱くなると
Ｐ２においてドクターブレード２６によるクレープがうまく施されずにクレープ率が低く
なると、その低下分だけＰ２から巻取りロール２９までの行路長が長くなるためテンショ
ンが低下する。さらに極度に接着強度が低下すると、Ｐ２の剥離地点がヤンキードライヤ
上のＰ１方向へ移動し、ドクターブレード２６によるクレープが全く形成されないことが
ある。この場合はテンションは著しく低下してウェブは蛇行し、巻取りロール２９の巻姿
がいびつになる等の生産上の課題が起きる。
　これに対し、本発明では、上述したように湿紙２０とヤンキードライヤ２４の表面と接
合が高められている。これにより、薄葉紙２８へのテンションが十分かかり、高いクレー
プ率を連続的に付与することができ生産上の障害も回避し得る。すなわち、上記の製造方
法で得られる薄葉紙は、前述した範囲の高クレープ率のものとなる。
 
【００４９】
　以上の方法によって得られた薄葉紙２８は、一方の面（第１面）側から前記水系塗布液
を塗布して得られたものである場合、反対面（第２面）に比べて、第１面の側に前記カチ
オン性抗菌剤が多く存在した状態となる。第１の理由は、片側から噴霧して速やかに乾燥
されることで、噴霧側に多く残存する。第２の理由は、前記抗菌剤は、水系塗布液中にお
いて完全には溶解しておらず、未溶解の凝集体が該水系塗布液中に存在していることから
、該水系塗布液を湿式２０に噴霧すると、未溶解の該凝集体が、繊維シート内に浸透せず
、噴霧面の表面、すなわち第１面の表面に残存するからである。これにより塗布されなか
った反対面（第２面）側での毛管現象による液の引込力が働いて、薄葉紙の液透過性が維
持され、好ましい。
【００５０】
　本発明の薄葉紙は、カチオン性抗菌剤を含有して高い消臭能を備え、かつ、ティッシュ
ペーパーのような柔らかな風合いと湿潤時の十分な伸長性とを備えたものとなる。なお、
消臭能は後述する臭い官能評価により評価することができる。本発明の薄葉紙は、排泄液
を吸収保持する種々の吸収性物品に適用される。例えば、尿とりパッドや使い捨ておむつ
、生理用ナプキン、パンティライナ等が挙げられる。また、本発明の薄葉紙は、吸収性物
品において、種々の構成部材に適用することができる。例えば、図４に示すように、液保
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持性の吸収性コアを被覆するコアラップシートとして本発明の薄葉紙を適用することがで
きる。このとき、薄葉紙は、液透過性の観点から、カチオン性抗菌剤を一方の面（第１面
）に偏在させたものとすることが好ましい。また、その第１面の配置としては、吸収性コ
ア全体に対して、薄葉紙の第１面が外側、反対面の第２面が内側にして被覆することが好
ましい。
　図４は、吸収性物品の基本構造を示している。すなわち、着用者の肌に当接する液透過
性の表面シート１、着衣側に向けられる防漏性の裏面シート２、及び両シート間に配置さ
れる液保持性の吸収体３からなる。また、必要により表面シート１と吸収体３との間に液
拡散性のサブレイヤシート４が配されてもよい。吸収体３は、液保持性の本体をなす吸収
性コア３１と該吸収性コア３１の表面全域を覆う被覆シート３２とからなる。本発明の薄
葉紙は、被覆シート３２に適用されている。吸収性コア３１は、フラッフパルプなどの吸
液性繊維、又は吸液性繊維及び高吸収性ポリマーを含んで構成されている。
　この吸収性コア３１における面のうち、少なくとも着用者の肌に対向する面を本発明の
薄葉紙で被覆している（肌に対向する面のみに適用する場合は、被覆シート３２は肌対向
面側と着衣対向面側との２シートからなる構成となる。）。本発明の薄葉紙を被覆シート
３２に適用すると、排泄液の透過経路において、初期段階から確実に、カチオン性抗菌剤
を溶出させることができる。これにより持続的な消臭作用の発現が可能となる。また、肌
に触れる表面シート１よりも内部側にあるので、カチオン性抗菌剤の肌への接触が抑えら
れて好ましい。この場合、薄葉紙における第１面、すなわち前記カチオン性抗菌剤が反対
面よりも多く偏在している側の面を着用者の肌に対向するように配置することが、消臭効
果の効果的な発現の点から好ましい。また、前述のように、本発明の薄葉紙は、カチオン
性抗菌剤が第１面及び第２面のいずれにおいても均等に存在するようにしてもよい。この
場合は、排泄液が吸収性コアへと透過されたあとからでも、カチオン性抗菌剤の液相への
溶出を可能とし、高いレベルでの消臭作用の持続の観点から好ましい。また、同様の観点
から、吸収性コア３１の表面全体を本発明の薄葉紙で覆うことが好ましい。
　本発明の薄葉紙は、図３に示す形態に限定されず、他の構成部材に適用してもよい。例
えば、被覆シート３２に代えて、またはこれとともに、サブレイヤシート４に適用しても
よい。
【００５１】
　次に、本発明の薄葉紙に含有されるセルロース繊維及びカチオン性抗菌剤の好ましい具
体例について以下に説明する。
【００５２】
　本発明で用いられるセルロース繊維としては、例えば針葉樹クラフトパルプや広葉樹ク
ラフトパルプのような木材パルプ、木綿パルプ及びワラパルプ等の天然セルロース繊維が
挙げられる。あるいはレーヨン及びキュプラ等の再生セルロース繊維を用いることができ
る。更に、アセテート等の半合成セルロース繊維を用いることもできる。
 
【００５３】
　セルロース繊維として、嵩高性のセルロース繊維を用いることもできる。本明細書にお
いて「嵩高性の繊維」とは、繊維形状が、捻れ構造、クリンプ構造、屈曲及び／又は分岐
構造等の立体構造をとるか、又は繊維断面が極太（例えば繊維粗度が０．３ｍｇ／ｍ以上
）である繊維を言う。嵩高性のセルロース繊維の好ましいものの例として、繊維粗度が０
．３ｍｇ／ｍ以上、特に０．３２ｍｇ／ｍ以上、また、２ｍｇ／ｍ以下、特に１ｍｇ／ｍ
以下、とりわけ０．３２ｍｇ／ｍ以上１ｍｇ／ｍ以下のセルロース繊維が挙げられる。「
繊維粗度」とは、木材パルプのように、繊維の太さが不均一な繊維において、繊維の太さ
を表す尺度として用いられるものであり、例えば、繊維粗度計（ＦＳ－２００（商品名）
、AJANI　EL　ECTRONICS　LTD.社製）を用いて測定することができる。繊維粗度が０．３
ｍｇ／ｍ以上のセルロース繊維の例としては、針葉樹クラフトパルプ〔Federal　Paper　
Board　Co.製の「ALBACEL」（商品名）、及びPT　Inti　Indorayon　Utama製の「INDORAY
ON」（商品名）〕等が挙げられる。
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【００５４】
　嵩高性のセルロース繊維の好ましいものの他の例として、繊維断面の真円度が好ましく
は０．５以上、更に好ましくは０．５５以上であり、また、好ましくは１以下であるセル
ロース繊維が挙げられる。繊維断面の真円度が０．５以上１以下であるセルロース繊維は
、液体の移動抵抗が小さく、液体の透過速度が大きくなるので好ましい。繊維断面の真円
度は、例えば特開平８－２４６３９５号公報に記載の方法で測定することができる。
【００５５】
　一般に木材パルプの断面は、脱リグニン化処理により偏平であり、その殆どの真円度は
０．５未満である。このような木材パルプの真円度を０．５以上にするためには、例えば
、斯かる木材パルプをマーセル化処理して木材パルプの断面を膨潤させればよい。このよ
うに、嵩高性のセルロース繊維としては、木材パルプをマーセル化処理して得られる真円
度が０．５以上１以下であるマーセル化パルプも好ましい。本発明において用いることの
できる市販のマーセル化パルプの例としては、ITT　Rayonier　Inc.製の「FILTRANIER」
（商品名）や同社製の「POROSANIER」（商品名）等が挙げられる。また、繊維粗度が０．
３ｍｇ／ｍ以上で、かつ繊維断面の真円度が０．５以上１以下であるセルロース繊維を用
いると、嵩高なネットワーク構造が一層形成されやすくなり、液体の通過速度も一層大き
くなるので好ましい。
【００５６】
　嵩高性のセルロース繊維の別の例として、セルロース繊維の分子内及び／又は分子間を
架橋させた架橋セルロース繊維がある。かかる架橋セルロース繊維は湿潤状態でも嵩高構
造を維持し得るという特長を有している。セルロース繊維を架橋するための方法には特に
制限はないが、例えば、架橋剤を用いた架橋方法が挙げられる。かかる架橋剤の例として
は、ジメチロールエチレン尿素及びジメチロールジヒドロキシエチレン尿素等のＮ－メチ
ロール系化合物；クエン酸、トリカルバリル酸及びブタンテトラカルボン酸等のポリカル
ボン酸；ジメチルヒドロキシエチレン尿素等のポリオール；ポリグリシジルエーテル系化
合物の架橋剤などが挙げられる。特に、架橋時に人体に有害なホルマリン等を発生しない
ポリカルボン酸やポリグリシジルエーテル系化合物の架橋剤が好ましい。
【００５７】
　以上の各種のセルロース繊維は、１種又は２種以上を組み合わせて用いることができる
。またセルロース繊維は、薄葉紙の製造方法や、薄葉紙の具体的な用途に応じて適切な繊
維長のものが用いられる。例えば湿式抄造法で基材を製造する場合、セルロース繊維の繊
維長は１ｍｍ以上２０ｍｍ以下であることが好ましい。
【００５８】
　本発明に用いられるカチオン性抗菌剤としては、上述の抗菌作用を有するものを特に制
限なく用いることができる。例えば特開平８－９９８４１号公報の明細書の段落［００１
５］～［００１８］に記載のものがある。これらのカチオン性抗菌剤は、１種を単独で用
いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。カチオン性抗菌剤は、有機系の抗菌
剤で、銀、亜鉛、銅等の金属イオン系よりも尿等の排泄液への溶出が多く抗菌作用が広範
囲である。
【００５９】
　そのなかでも、抗菌性と安全性（皮膚への低刺激性）の観点から、第四級アンモニウム
塩が好ましい。第四級アンモニウム塩としては、特に制限なく用いることができ、例えば
、アルキルピリジニウム塩、ベンゼトニウム塩、ベンザルコニウム塩、モノアルキルトリ
メチルアンモニウム塩、ジアルキルジメチルアンモニウム塩等が挙げられ、その中でも塩
化物である、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化デカリニウム、塩化ジ
デシルジメチルアンモニウム等が挙げられ、これらからなる群から選ばれる少なくとも１
種を含有することが好ましい。これらのカチオン性抗菌剤は１種を単独で用いてもよく、
２種以上を組み合わせて用いてもよい。とりわけ、下記式（１）で表されるベンザルコニ
ウム塩が好ましい。
【００６０】
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【化１】

【００６１】
　式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、同一の若しくは異なるメチル基、エチル基又は炭素数８
以上２０以下の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基若しくはアルケニル基を表す。Ｘ－は一
価のアニオンを表す。
【００６２】
　式（１）で表されるもののうちの１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて用いるこ
とができる。式（１）中、Ｒ１及びＲ２の好ましい組み合わせとしては、例えばＲ１がメ
チル基であり、Ｒ２が炭素数８以上２０以下の直鎖又は分岐鎖のアルキル基である組み合
わせや、Ｒ１及びＲ２が同一の基であり、かつ該基が炭素数８以上２０以下の直鎖又は分
岐鎖のアルキル基である組み合わせが挙げられる。これらの組み合わせにおいて、アルキ
ル基の炭素数は、１０以上１８以下であることが更に好ましい。
【００６３】
　式（１）中、Ｘ－で表される一価のアニオンは、例えばハロゲン化物イオンやアニオン
活性基であることが好ましい。「アニオン活性基」とは、陰イオン性の界面活性能を有す
るイオンのことを言う。
　該アニオン活性基としては、炭素数６以上、特に炭素数１０以上であり、また、炭素数
２０以下、特に炭素数１８以下の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基又はアルケニル基を含
むアニオン性活性基を用いることが好ましい。そのようなアニオン活性基として、例えば
アルキルリン酸エステル塩やアルキルカルボン酸塩、アルキルスルホン酸塩、アルキル硫
酸エステル塩を用いることが、抗菌能の点で好ましい。特に下記式（２）で表されるアル
キルリン酸を用いることが、抗菌能が一層高くなる点で好ましい。
【００６４】
【化２】

【００６５】
　式（２）中、Ｒ３及びＲ４の一方は炭素数６以上２０以下の直鎖又は分岐鎖のアルキル
基又はアルケニル基を表し、もう一方は水素原子、メチル基又はエチル基を表す。
　Ｒ３とＲ４の好ましい組み合わせとしては、Ｒ３が水素原子であり、Ｒ４が炭素数８以
上２０以下の直鎖又は分岐鎖のアルキル基である組み合わせが挙げられる。アルキル基の
炭素数は、１０以上１８以下であることが更に好ましい。長鎖アルキルのカチオン性活性
基（四級アミン）をもつことで、紙の風合い（嵩高性、柔軟性）が向上し、薄葉紙として
好ましい。
【００６６】
　上記のベンザルコニウム塩の中でも、特にセチルリン酸ベンザルコニウムを用いること
が、抗菌性、安全性及び即効性の高さの点から好ましい。セチルリン酸ベンザルコニウム
は、有機系のカチオン性抗菌剤のなかで、抗菌性と皮膚への低刺激性（水溶解性が低い）
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とのバランスがよく、比較的安全性が高いため、吸収性物品用のシートに用いるのに好ま
しい剤である。
【００６７】
　本発明の薄葉紙には、上記のカチオン性抗菌剤のほか、多孔質粒子やｐＨ緩衝性消臭剤
が含有されていてもよい。多孔質粒子はセルロース繊維とともに湿紙に含有させることが
好ましく、ｐＨ緩衝性消臭剤は水系塗布液に含有させることがこのましい。剤の組み合わ
せとしては、カチオン性抗菌剤と多孔質粒子との組み合わせでもよく、カチオン性抗菌剤
とｐＨ緩衝性消臭剤との組み合わせでもよく、カチオン性抗菌剤、多孔質粒子及びｐＨ緩
衝性消臭剤の３つの組み合わせでもよい。特に、該３つの組み合わせは、尿等の排泄液が
薄葉紙に触れた際に、悪臭に対して幅広い消臭スペクトルを示す。これにより、該薄葉紙
を組み込んだ吸収性物品において、不快と感じないレベルまで臭いを極めて低く抑える消
臭効果を長時間維持することができる。例えば、肌常在菌や腸内細菌等が繁殖する過酷な
条件下で吸収性物品を長時間（例えば６時間）装着しても、廃棄されるまでの間、不快と
感じないレベルまで臭いを極めて低く抑える消臭力を持続できる。
【００６８】
　前記３つの剤の組み合わせによる消臭メカニズムは、悪臭が発生するまでの各段階に沿
った時間軸の消臭メカニズムと、各発生段階における様々なｐＨを持つ幅広い腐敗臭に対
応するｐＨ軸の消臭メカニズムとに大別される。
　時間軸の消臭メカニズムは次の３段階がある。第１段階として、カチオン性抗菌剤が臭
い成分の産生源を絶つ（生物学的消臭作用）。すなわち、排泄液の液相において、臭い成
分の産生原因である微生物や微生物由来の酵素の増殖を抑える。第２段階として、ｐＨ緩
衝性消臭剤が、前記液相において第１段階で抑えきれずに産生される臭い成分を中和し、
中和塩として液相に留まらせる（化学的消臭作用）。第３段階として、多孔質粒子が、前
段階で産生抑制できずに、中和もできない臭い成分が経時により増加し、前記液相中に溶
解しきれず、気相に揮散する臭い成分を吸着または包摂する（物理的消臭作用）。
　ｐＨ軸の消臭メカニズムは、各発生段階における、酸性やアルカリ性の幅広い種類の臭
い（複合臭）の発生の防止である。例えば、低級脂肪酸類、フェノール類、メルカプタン
類及びアミン類など、酸性からアルカリ性まで様々な臭いの発生を防止する。前述した第
１段階では、微生物や微生物由来の酵素の増殖抑制によって、種々の幅広い臭い成分が発
生するのを抑える。第２段階では、排泄液のｐＨの変化を捉えて緩衝し、酸性やアルカリ
性の種々の広い範囲の臭い成分を中和させ臭いガスの発生を抑える。第３段階では、多孔
質粒子が幅広い種類の臭いガスを吸着して閉じ込める。
【００６９】
　このように、上記の３種の剤の組み合わせによる消臭メカニズムが、悪臭発生のメカニ
ズムに対して、時間軸及びｐＨ軸のマトリクスで包括的に封じ込める。また、悪臭が発生
するまでの各段階は必ずしも順次時系列的に進むとは限らず、ある時点では各段階が混在
する場合もある。すなわち、薄葉紙に混在する上記の３種の剤が同時並行的に作用し包括
的に悪臭を封じ込める。特に、カチオン性抗菌剤が臭いの発生源である微生物に作用し（
抗菌）、臭い成分の産生制御を行うため、液中の臭い成分及び液中から揮散する臭い成分
の発生量が極めて低く抑えられる。このように発生量を抑えられているため、第２段階及
び第３段階での消臭を確実に行うことができる。したがって、上記の３つの剤の組み合わ
せにおいては、消臭能力を高めつつ、揮散した臭い成分に対処する多孔質粒子の含有量を
従来よりも低減させることが可能となる。この低減が薄葉紙の柔らかな風合い創出にも寄
与する。これらの剤について以下に詳述する。
【００７０】
　本発明に用いられるｐＨ緩衝性消臭剤は、排泄液などの液相中に発生する、酸性やアル
カリ性の臭い成分を中和し、ｐＨの変化を小さくする剤である。すなわち、平衡作用によ
る中和消臭剤である。このような剤としては、特に制限されるものでないが、例えば、弱
酸やその共役塩基、あるいはそれらの混合物、弱塩基やその共液酸、あるいはそれらの混
合物などが挙げられる。具体的には、弱酸としては、クエン酸等が挙げられる。その塩と
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しては、Ｎａ、Ｋ、Ｃａ等のアルカリ金属塩が挙げられる。弱塩基としてはポリヒドロキ
シアミン等が挙げられる。ｐＨ緩衝性消臭剤は、必ずしも酸、アルカリ臭を全て同時に中
和する必要はない。例えば弱酸としてのクエン酸が単独であれば、臭い成分の一つである
アミンやアンモニア等のアルカリ臭を中和消臭できる。さらに、中和により、クエン酸の
塩が生成し、副次的に緩衝作用が生じる。またクエン酸ナトリウムの単体だけであっても
、クエン酸とその塩との混合物であっても、緩衝作用が生じる。また、弱塩基としてのト
リスとその塩においても同様のことが言える。
【００７１】
　ｐＨ緩衝性消臭剤の含有坪量は、吸収性物品の排泄物に持続的に発生する酸性やアルカ
リ性の臭い成分を長時間効果的に中和消臭し、気相に揮散させないために、０．０５ｇ／
ｍ２以上が好ましく、０．１ｇ／ｍ２以上がより好ましく、０．１５ｇ／ｍ２以上が更に
好ましい。その上限は特に限定されるものではないが、製造コストの観点から、２．０ｇ
／ｍ２以下が好ましく、１．０ｇ／ｍ２以下がより好ましく、０．５ｇ／ｍ２以下が更に
好ましい。
【００７２】
　上記のｐＨ緩衝性消臭剤の含有坪量は、公知のイオンクロマトグラフィー分析法等を使
って測定することができる。例えば、有機酸、リン酸等の陰イオン、アルカノールアミン
等の分析には分析装置としてＤｉｏｎｅｘ ＩＣＳ－２１００（サーモフィッシャーサイ
エンティフィック株式会社、電気伝導度検出器、グラジエント溶出法）により定性分析と
含有坪量を測定することができる。
【００７３】
　ｐＨ緩衝性消臭剤には、少なくとも一つの酸解離指数ｐＫａ（２５℃）が５．０以上の
有機酸及びその塩からなる群から選ばれる少なくとも１種（以下、「Ａ剤」ともいう。）
を含むことが好ましい。有機酸の塩とは、Ｎａ、Ｋ、Ｃａ等の金属塩である。このＡ剤を
含有させることにより、脂肪酸類などの酸性の臭い成分やアミン類などのアルカリ性の臭
い成分の中和消臭に作用する。
【００７４】
　酸解離指数は、例えば、（ａ）The　Journal　of　Physical　Chemistry　vol.68,　nu
mber6,　page1560(1964)記載の方法、（ｂ）平沼産業株式会社製の電位差自動滴定装置（
ＣＯＭ－９８０Ｗｉｎ（商品名）等）を用いる方法等により測定することができ、また、
（ｃ）日本化学会編の化学便覧（改訂３版、昭和５９年６月２５日、丸善株式会社発行）
に記載の酸解離指数、（ｄ）コンピュドラッグ(CompuDrug)社製のpKaBASE（商品名）等の
データベース等を利用することができる。
【００７５】
　Ａ剤の薄葉紙中の坪量は、対象とする排泄物や悪臭の濃度、使用の形態によって異なる
が、消臭性能の観点から、０．０１ｇ／ｍ２以上が好ましく、０．０３ｇ／ｍ２以上がよ
り好ましく、０．１ｇ／ｍ２以上が更に好ましい。また、その上限は、過度の坪量は薄葉
紙の強度低下や風合いを損なうため、３ｇ／ｍ２以下が好ましく、１ｇ／ｍ２以下がより
好ましく、０．５ｇ／ｍ２以下が更に好ましい。
【００７６】
　少なくとも一つの酸解離指数ｐＫａ（２５℃）が５．０以上の有機酸は、例えば有機二
塩基酸として、マレイン酸（２段目ｐＫａ値：５．８３。以下の( )内の数値は２段目ｐ
Ｋａ値を表す。）、マロン酸（５．２８）、２－メチルマロン酸（５．７６）、２－エチ
ルマロン酸（５.８１）、２－イソプロピルマロン酸（５.８８）、２，２－ジメチルマロ
ン酸（５.７３）、２－エチル－２－メチルマロン酸（６.５５）、２，２－ジエチルマロ
ン酸（７.４２）、２，２－ジイソプロピルマロン酸（８.８５）、ｍ－ヒドロキシ安息香
酸（９．９６）、ｐ－ヒドロキシ安息香酸（９．４６）、１，２－シクロヘキサンジカル
ボン酸（トランス体：６．０６、シス体：６．７４）、１，２－シクロペンタンジカルボ
ン酸（トランス体：５．９９、シス体：６．５７）、１，２－シクロオクタンジカルボン
酸（トランス体：６．２４、シス体：７．３４）、１，２－シクロヘプタンジカルボン酸
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（トランス体：６．１８、シス体：７．６）、コハク酸（５．２４）、フェニルコハク酸
（５．５５）、２，３－ジメチルコハク酸（６．０）、２，３－ジエチルコハク酸（６．
４６）、２－エチル－３－メチルコハク酸（６．１）、テトラメチルコハク酸（７．４１
）、２，３－ジ－ｔ－ブチルコハク酸（１０．２６）、３，３－ジメチルグルタル酸（６
．４５）、３，３－ジエチルグルタル酸（７．４２）、３－イソプロピル－３－メチルグ
ルタル酸（６．９２）、３－ｔ－ブチル－３－メチルグルタル酸（７．４９）、３，３－
ジイソプロピルグルタル酸（７．６８）、３－メチル－３－エチルグルタル酸（６．７０
）、３，３－ジプロピルグルタル酸（７．４８）、２－エチル－２－（１－エチルプロピ
ル）グルタル酸（７．３１）、シクロヘキシル－１，１－ジ酢酸（７．０８）、２－メチ
ルシクロヘキシル－１，１－ジ酢酸（６．８９）、シクロペンチル－１，１－ジ酢酸（６
．７７）、３－メチル－３－フェニルグルタル酸（６．１７）、３－エチル－３－フェニ
ルグルタル酸（６．９５）等が挙げられる。
【００７７】
　また有機多塩基酸として、クエン酸（３段目ｐＫａ値：５．６９）等が挙げられる。こ
れらの中では、入手が容易で、ガス発生による内圧の増加等保存安定性の点から、少なく
とも一つの解離段における酸解離指数（ｐＫａ）が５．２以上の、リン酸、クエン酸、コ
ハク酸、マレイン酸、マロン酸等からなる群から選ばれる少なくとも１種を含むことが好
ましく、特にクエン酸が好ましい。
【００７８】
　また、ｐＨ緩衝性消臭剤として、ポリヒドロキシアミン化合物及びその塩からなる群か
ら選ばれる少なくとも１種（以下、「Ｂ剤」ともいう。）を含むことが好ましい。
　Ｂ剤のポリヒドロキシアミン化合物は下記式（３）で表される化合物である。
【００７９】
【化３】

【００８０】
　式（３）中、Ｒ５は、水素原子、炭素数１～５のアルキル基、又は炭素数１～５のヒド
ロキシアルキル基を示す。
　炭素数１～５のアルキル基は、直鎖又は分岐鎖のいずれであってもよく、例えば、メチ
ル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、各種ブチル基、各種ペンチル基が挙
げられる。また、炭素数１～５のヒドロキシアルキル基としては、ヒドロキシメチル基、
２－ヒドロキシエチル基、２－ヒドロキシプロピル基、３－ヒドロキシプロピル基、２－
ヒドロキシブチル基、３－ヒドロキシブチル基、４－ヒドロキシブチル基等が挙げられる
。
　Ｒ５は、消臭性能及び入手性の観点から、上記の中では水素原子、メチル基、エチル基
、ヒドロキシメチル基、２－ヒドロキシエチル基が好ましく、特に水素原子、ヒドロキシ
メチル基、２－ヒドロキシエチル基が好ましい。
【００８１】
　Ｒ６は、水素原子、炭素数１～６のアルキル基、又は炭素数１～５のヒドロキシアルキ
ル基を示す。
　炭素数１～６のアルキル基は、直鎖状、分岐鎖状、環状のいずれであってもよい。アル
キル基の具体例としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、各種
ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が
挙げられる。また、炭素数１～５のヒドロキシアルキル基としては、上記のものが挙げら
れる。
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　Ｒ６は、消臭性能及び入手性の観点から、上記の中では水素原子、炭素数１～３のアル
キル基、ヒドロキシエチル基が好ましく、特に水素原子が好ましい。
【００８２】
　Ｒ７及びＲ８は、炭素数１～５のアルカンジイル基を示す。Ｒ７及びＲ８は、同一でも
異なっていてもよい。
　炭素数１～５のアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基
、プロパン－１，２－ジイル基、テトラメチレン基等が好ましく、特にメチレン基が好ま
しい。
【００８３】
　Ｂ剤のポリヒドロキシアミン化合物の具体例としては、例えば、２－アミノ－１，３－
プロパンジオール、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－
２－エチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－
プロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシエチル－１，３－プロパンジオール、４
－アミノ－４－ヒドロキシプロピル－１，７－ヘプタンジオール、２－（Ｎ－エチル）ア
ミノ－１，３－プロパンジオール、２－（Ｎ－エチル）アミノ－２－ヒドロキシメチル－
１，３－プロパンジオール、２－（Ｎ－デシル）アミノ－１，３－プロパンジオール、２
－（Ｎ－デシル）アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール等が挙げら
れる。
　これらの中では、消臭性能等の観点から、２－アミノ－１，３－プロパンジオール、２
－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－エチル－１，３－
プロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール、２
－アミノ－２－ヒドロキシエチル－１，３－プロパンジオールから選ばれる１種以上が特
に好ましい。
　特に、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール、すなわち、ト
リス（ヒドロキシメチル）アミノメタンが、酸性臭に対する優れた中和作用を有し、また
揮発性が低いためにそれ自体の臭いが少ないので、好ましい。
【００８４】
　上記のポリヒドロキシアミン化合物は、単独で又は２種以上を混合して用いることがで
きる。なお、ポリヒドロキシアミン化合物は通常の方法により製造することができる。
【００８５】
　薄葉紙における前記Ｂ剤の含有坪量は、消臭性能の点から、０．０１ｇ／ｍ２以上が好
ましく、０．０５ｇ／ｍ２以上がより好ましい。また、その上限は、過度の坪量は吸収性
物品シートの強度低下や風合いを損なうため、３ｇ／ｍ２以下が好ましく、１ｇ／ｍ２以
下がより好ましい。更に好ましくは０．０１ｇ／ｍ２以上３ｇ／ｍ２以下、特に好ましく
は０．０５ｇ／ｍ２以上１ｇ／ｍ２以下である。
【００８６】
　本発明の薄葉紙においては、ｐＨ緩衝性消臭剤として、前述したＡ剤及びＢ剤のいずれ
か一方を含んでもよく、両方を含んでもよい。Ａ剤及びＢ剤の両方を含むと、幅広い臭い
成分を中和する点でより好ましい。特に、Ａ剤の有機酸としてクエン酸、Ｂ剤のポリヒド
ロキシアミン化合物としてトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを含有することが好
ましい。この場合、Ａ剤の有機酸とＢ剤のポリヒドロキシアミン化合物、及びそれらの塩
が薄用紙から排泄液に同時に溶解し、その緩衝性により排泄液の臭い成分に対し優れた消
臭作用を発揮する。さらに、Ａ剤及びＢ剤のｐＨ緩衝性消臭剤は、前述のカチオン性抗菌
剤と組みわせてセルロース繊維シート基材に含有される。この組合せにより酸臭及びアル
カリ臭だけでなくｐＨ緩衝性消臭剤だけでは抑えきれなかった中性付近の臭いも含めて、
臭い成分全体の産生を強力に抑え、その結果、この薄葉紙を使用した吸収性物品では、長
時間装着しても周囲からは排泄液の臭いがほとんど気づかないレベルの消臭性を維持する
ことができる。
　また、この組み合わせにおいては、後述する薄葉紙の製造過程で、特定の混合割合の塗
料とするとカチオン性抗菌剤の粒子が小粒径化し均一な塗布が可能となる。これにより、
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本発明の薄葉紙の抗菌性が向上する。
【００８７】
　また、本発明の薄葉紙において、尿等の排泄液が接触し前記カチオン性抗菌剤及び前記
ｐＨ緩衝性消臭剤の作用発現（殺菌作用及び中和作用の発現）した場合の目標ｐＨとして
は、消臭性能（緩衝性能を維持できる）の観点から、５．０以上が好ましく、５．５以上
がより好ましい。そして、同様の観点から、目標ｐＨは、１０．０以下が好ましく、９．
０以下がより好ましい。また、作用後の排泄液のｐＨができるだけ中性領域となることが
安全性（皮膚への低刺激性）の観点から好ましい。
【００８８】
　Ａ剤とＢ剤との含有質量の比は、前記ｐＨによる作用の観点と消臭性能の観点から、Ａ
剤／Ｂ剤＝５／９５～９５/５が好ましく、更に２０／８０～５５／４５が好ましい。
【００８９】
　本発明に用いられる多孔質粒子は、揮発する臭いガスをその孔に吸着または包摂できる
ものを特に制限なく用いることができる。例えば、多孔メタクリル酸ポリマー、多孔アク
リル酸ポリマー等のアクリル酸系ポリマー、多孔ジビニルベンゼンポリマー、多孔ピリジ
ン共重合体等の芳香族系ポリマー、及びそれらの共重合体等の合成の多孔質ポリマー；キ
チン及びキトサン等の天然の多孔質ポリマー；活性炭、シリカ、二酸化ケイ素（シリカゲ
ル）、ケイ酸カルシウム、アルミノ珪酸塩化合物、ハイシリカゼオライト（疎水性ゼオラ
イト）、セピオライト、カンクリナイト、ゼオライト、及び水和酸化ジルコニウム等の無
機多孔質物質；銀担持ゼオライト、銀担持カンクリナイト、並びに、銀担持多孔スチレン
－ジビニルベンゼン－ビニルピリジンポリマー及び銀担持多孔ジビニルベンゼン－ビニル
ピリジンポリマー等のビニルピリジン共重合体、などの金属担持多孔質などが挙げられ、
これからなる群から選ばれる少なくとも１種を含有することが好ましい。特に、活性炭、
アルミノ珪酸塩化合物及びビニルピリジン共重合体からなる群から選ばれる少なくとも１
種を含有することが、消臭性能の観点から好ましい。これらの多孔質粒子は、１種を単独
で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。多孔ビニルピリジン共重合体と
しては、多孔スチレン－ジビニルベンゼン－ビニルピリジンポリマー、多孔ジビニルベン
ゼン－ビニルピリジンポリマー等が挙げられる。なお、銀担持カンクリナイトとは、特開
２００５－３３６３６３号公報の段落［００２９］～［００４５］に記載のカンクリナイ
ト様鉱物のことである。
【００９０】
　上記の作用をより効率的に発現させる観点から、多孔質粒子は、ＢＥＴ比表面積が５０
ｍ２/ｇ以上であることが好ましく、１００ｍ２/ｇ以上であることがより好ましく、２０
０ｍ２/ｇ以上であることが更に好ましい。また、その上限は特に制限されるものではな
いが、２０００ｍ２／ｇ以下とすることが実際的である。加えて、多孔質粒子は、平均細
孔径が２ｎｍ以上であることが好ましく、そして、５０ｎｍ以下であることが好ましく、
３０ｎｍ以下であることがより好ましい。例えば、前述した活性炭、アルミノ珪酸塩化合
物及びビニルピリジン共重合体のＢＥＴ比表面積はそれぞれ、１７５０ｍ２／ｇ程度、２
５０ｍ２／ｇ程度、３５０ｍ２／ｇ程度、平均細孔径はそれぞれ４．５ｎｍ程度、２０ｎ
ｍ程度、１０ｎｍ程度のものを用いることができる。このようにＢＥＴ比表面積の値が大
きいものほど臭い成分の吸着性能が高い。また、消臭の対象となる尿等の排泄液の臭い成
分はアンモニア、アミン類、脂肪酸類、硫化水素やメルカプタン類など様々であるが、そ
の多くは分子サイズが１ｎｍを超えるため、多孔質粒子の細孔径は２ｎｍ以上であると、
多種の臭い成分を吸着できる。そのため、上記のＢＥＴ比表面積又は平均細孔径を有する
多孔質粒子を用いると、消臭性能を高く維持したまま、さらに多孔質粒子の含有量を低減
化でき好ましい。さらに、上記のＢＥＴ比表面積及び平均細孔径の両方を有する多孔質粒
子を用いると、上記の作用がより高まり好ましい。このことが、前述したカチオン性抗菌
剤との組み合わせによる多孔質粒子の含有量の低減化と相俟って、薄葉紙の風合いの向上
と、吸収性物品に組み込まれた際の装着感の向上を可能とする。
　なお、上記のＢＥＴ比表面積は、株式会社島津製作所製の比表面積・細孔分布測定装置
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「ＡＳＡＰ２０２０」を用いて、液体窒素を用いた多点法で測定し、パラメータＣが正に
なる範囲で値を導出できる。また、細孔分布の測定は水銀圧入法を用いることができる。
【００９１】
　多孔質粒子の含有坪量は、吸着又は包摂による消臭効果を得る観点から、０．０５ｇ／
ｍ２以上が好ましく、０．１ｇ／ｍ２以上がより好ましく、０．５ｇ／ｍ２以上が更に好
ましい。その上限は、多く含有するに従い紙の風合いを損なうため、５ｇ／ｍ２以下が好
ましく、３ｇ／ｍ２以下がより好ましく、１．０ｇ／ｍ２以下が更に好ましい。
【００９２】
　上記の多孔質粒子とは、多数の細孔をもつ微粒子のことをいい、その材質は無機系、有
機系、ポリマー等が挙げられ、特に制限されない。また、細孔径は０．１ｎｍ以上の細孔
径を有すればよい。また微粒子の形状は球形、アスペクト比をもつ棒状や針状、粉砕形状
等の不定形状、いずれでもよい。なお、上記の細孔径は、株式会社島津製作所製の比表面
積・細孔分布測定装置「ＡＳＡＰ２０２０」を用いて測定することができる。また、微粒
子の形状は、日本電子株式会社製の走査型電子顕微鏡「ＪＣＭ－５１００」により観察さ
れる。
【００９３】
　前述した、活性炭、アルミノ珪酸塩化合物及びビニルピリジン共重合体はそれぞれ、表
面処理によりさらなる消臭機能を付加することもできる。例えば、活性炭は、塩化亜鉛（
ＺｎＣｌ）賦活により硫黄系ガスに対する化学吸着による消臭機能を具備することができ
る。また、アルミノ珪酸塩化合物は亜鉛担持により、ビニルピリジン共重合体は銀担持に
より、抗菌作用を具備することができる。
【００９４】
　また、本発明の薄葉紙は、β－グルクロニダーゼ阻害剤を含有して、さらに消臭効果を
高めるようにしてもよい。β－グルクロニダーゼ阻害剤は尿臭の原因物質であるフェノー
ル系化合物及びインドール類の増加を抑制し、不快な尿臭の発生を持続的に抑制すること
ができる。また例えば、本発明の薄葉紙を組み込んだ吸収性物品の廃棄の際には、β－グ
ルクロニダーゼ阻害剤の作用により、廃棄後の物品内で不快な尿臭が発生することを抑制
することが可能になる。
【００９５】
　β－グルクロニダーゼは、各種のアルコール類、フェノール類、アミン類等がグルクロ
ン酸抱合された化合物（グルクロニド）を加水分解する酵素をいい、細菌、真菌、植物、
動物など多くの生物に存在する。体外に排出された尿の分解には微生物の関与が大きいた
め、本発明においては、細菌及び真菌由来のβ－グルクロニダーゼが重要である。具体的
には、Escherichia coli、Lactobacillus brevis、Propionibacterium acnes、Clostridi
um perfringens、Staphylococcus haemolyticus、Streptococcus agalactiae、Streptoco
ccus pyogenes、Haemophilus somunus、Shigela sonnei、Aspergillus niger等由来のβ
－グルクロニダーゼが挙げられる。これらの微生物由来のβ－グルクロニダーゼは共通の
ドメインを有する酵素群に分類される。更にはヒト血漿由来のβ－グルクロニダーゼも同
様のタンパク質群に分類される。
【００９６】
　β－グルクロニダーゼ阻害剤は、下記のβ-グルクロニダーゼ活性阻害率の測定方法に
おいて、反応液中０．１重量％添加することによって、活性が６０％以上抑制されるβ－
グルクロニダーゼ阻害活性を示すものをいう。更に、前記反応液中０．０１重量％添加す
ることによって、前記活性を８０％以上抑制するものであることが好ましい。
【００９７】
＜β－グルクロニダーゼ活性阻害率の測定方法＞
　γ線滅菌済み容器中にて２ｍＭ・ｐ－ニトロフェニル－β－Ｄ－グルクロニド（ＰＮＰ
Ｇ）水溶液１００μＬ、０．５Ｍリン酸バッファー（ｐＨ６．８）４０μＬ、イオン交換
水３８μＬ、各種化合物又は植物抽出物の１０又は１重量％ＤＰＧ（ジプロピレングリコ
ール）溶液２μＬを混合し、続いて１６ｕｎｉｔｓ／ｍＬに調整したβ－グルクロニダー
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ゼ水溶液２０μＬを加えて３７℃恒温槽中で２時間酵素反応を行った。また一部の化合物
については、さらに０．１重量％ＤＰＧ溶液についても同様の実験を行った（供した化合
物及び植物抽出物の反応液中での濃度はそれぞれ、０．１重量％、０．０１重量％、０．
００１重量％となる）。また、前記化合物及び植物抽出物の代わりにＤＰＧを加えたもの
をコントロールとし、各サンプル及びコントロールごとに酵素液の代わりにイオン交換水
を加えたものをブランクとして、それぞれ同様に２時間反応を行った。前記反応液を０．
２Ｍグリシンバッファー（ｐＨ１０．４）を用いて希釈し、波長４００ｎｍにおける吸光
度を測定した。得られた測定値より、次式に従ってβ－グルクロニダーゼ活性阻害率を求
める。次式中、コントロール吸光度変化＝（コントロールの吸光度－コントロールごとの
ブランクの吸光度）であり、サンプル吸光度変化＝（サンプルの吸光度－サンプルごとの
ブランクの吸光度）である。
　　β－グルクロニダーゼ活性阻害率（％）＝［（コントロール吸光度変化－サンプル吸
光度変化）／（コントロール吸光度変化］×１００
【００９８】
　β－グルクロニダーゼ阻害剤としては、前述したβ－グルクロニダーゼ阻害活性を有す
るものを用いることができる。具体的には、例えばゴバイシタンニン、テンダイウヤク、
アケビ等の植物抽出物；グルカロラクトン、グロバノン、ムスセノネデルタ、アンブレト
ライド、シベトーン、オキサライド、メチルオクチンカルボネート、エストラゴール、ム
スクＴＭ－ＩＩ、ムスクＺ－４、２－フェニルシクロペンテンオン、ベチベロール、メチ
ルイオネン－Ｇ、シクラメナルデヒド、ヌーカトン、Ｄ－グルカロ－１，４－ラクトン、
シス－ジャスモン、ターピニルアセテート、オルビトーン、リナリルアセテート、フェニ
ルエチルイソアミルエーテル、メチルイオネン－Ａ、ムスコン等の香料；カチオン性界面
活性剤等を用いることができる。該カチオン性界面活性剤としては、市販品を用いること
ができ、例えば花王製のサニゾール、コータミン（何れも商品名）が挙げられる。サニゾ
ールには、サニゾールＢ－５０（アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロライド）、
サニゾールＣ（アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロライド）、サニゾールＰ（セ
チルリン酸ベンザルコニウム）等がある。また、コータミンには、コータミン２４Ｐ（ラ
ウリルトリメチルアンモニウムクロライド）、コータミン６０Ｗ（セチルトリメチルアン
モニウムクロライド）、コータミン８６Ｐ（コンク　ステアリルトリメチルアンモニウム
クロライド）、コータミン８６Ｗ（ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド）、コ
ータミンＤ２３４５Ｐ（ジアルキルジメチルアンモニウムクロライド）、コータミンＤ８
６Ｐ（ジステアリルジメチルアンモニウムクロライド）、コータミンＥ－８０Ｋ（オクタ
デシロキシプロピルトリメチルアンモニウムクロライド）等がある。
【００９９】
　β－グルクロニダーゼ阻害剤として、動植物から単離したものを用いても良く、化学的
に合成したものを用いても良い。また、これらの化合物を含有する精油などの植物抽出物
、例えば、ベチバー油、バジル油、クローブ油、シナモン油、グレープフルーツ油等をそ
のままβ－グルクロニダーゼ阻害剤として用いても良い。これらの化合物又は植物抽出物
は２種類以上組み合わせて用いても良い。
【０１００】
　β－グルクロニダーゼ阻害剤として、前述した植物抽出物、香料及びカチオン性界面活
性剤からなる群から選択される１種以上が好ましく、特に、植物抽出物及びカチオン性界
面活性剤からなる群から選択される１種以上が好ましい。とりわけ、酵素阻害効果や水系
洗浄剤の分散安定性の観点から、植物抽出物としてはゴバイシタンニンが好ましく、香料
としてはグルカロラクトン及びグロバノンが好ましく、カチオン性界面活性剤としてはサ
ニゾールを用いることが好ましい。
【０１０１】
　β－グルクロニダーゼ阻害剤の濃度は、０．０１質量％以上２．０質量％以下であり、
特に０．０５質量％以上１．０重量％以下、とりわけ０．１質量％以上０．５質量％以下
であることが、消臭効果、薬液の保存安定性、拭き取り性、皮膚刺激性、他商品へのにお
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い移り性が少ない点で好ましい。
【０１０２】
　上述した実施形態に関し、本発明はさらに以下の薄葉紙及びその製造方法を開示する。
【０１０３】
＜１＞
　（ｉ）セルロース繊維と熱融着性繊維を含む湿紙に、カチオン性抗菌剤を含む水系塗布
液を塗布する工程、
　（ｉｉ）ドライヤ表面にクレーピング用接着剤を塗布する工程、
　（ｉｉｉ）前記水系塗布液を塗布した湿紙と、前記クレーピング用接着剤を塗布したド
ライヤ表面とを接触させ、前記湿紙を乾燥させながらドライヤ表面へ接着させる工程、及
び
　（ｉｖ）前記湿紙を乾燥させた繊維シートに対しドクターブレードを用いてドライヤ表
面から剥がしてクレープ加工を施し、薄葉紙を得る工程
を有する薄葉紙の製造方法。
【０１０４】
＜２＞
　前記（ｉｖ）の工程のあと、さらに、
　（ｖ）前記薄葉紙を巻き取る工程を有する前記＜１＞に記載の薄葉紙の製造方法。
＜３＞
　前記（ｉ）の工程において、
　前記湿紙は、湿潤状態のまま第１搬送ベルトに搬送されて一対のプレスロールで挟圧さ
れて脱水され、該脱水された湿紙は、第２搬送ベルトに搬送されて、ヤンキードライヤ２
４に導入される前に、湿紙２０の一面に対して前記水系塗布液が噴霧ノズルによる噴霧に
よって付与される、前記＜１＞又は＜２＞に記載の薄葉紙の製造方法。
＜４＞
　前記（ｉ）の工程において、
　前記湿紙における一方の面に対してのみ前記水系塗布液が噴霧によって付与される、前
記＜１＞～＜３＞のいずれか１に記載の薄葉紙の製造方法。
＜５＞
　前記熱融着性繊維としてポリビニルアルコール繊維を含み、ポリビニルアルコール繊維
がセルロース繊維に対し０．２質量％以上８質量％以下含有されている前記＜１＞～＜４
＞のいずれか１に記載の薄葉紙の製造方法。
＜６＞
　前記（ｉｉ）の工程は、前記湿紙の導入位置の手前で、前記（ｉ）の工程とは別に同時
並行でなされる、前記＜１＞～＜５＞のいずれか１に記載の薄葉紙の製造方法。
＜７＞
　前記水系塗布液のｐＨは５．０以上が好ましく、６．５以上がより好ましく、７．０以
上が更に好ましく、該ｐＨは９．０以下が好ましく、８．５以下がより好ましい、前記＜
１＞～＜６＞のいずれか１に記載の薄葉紙の製造方法。
＜８＞
　前記クレーピング用接着剤の塗布液濃度は、０．０１％以上が好ましく、０．０５％以
上がより好ましく、０．１％以上が更に好ましく、該塗布液濃度は、２．０％以下が好ま
しく、１．０％以下がより好ましく、０．７％％以下が更に好ましい、前記＜１＞～＜７
＞のいずれか１に記載の薄葉紙の製造方法。
＜９＞
　前記クレーピング用接着剤としてカチオン化澱粉を含む前記＜１＞～＜８＞のいずれか
１に記載の薄葉紙の製造方法。
＜１０－１＞
　前記カチオン性抗菌剤を０．０１ｇ／ｍ２以上塗布する前記＜１＞～＜９＞のいずれか
１に記載の薄葉紙の製造方法。
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＜１０－２＞
　前記クレープ加工により得られる薄葉紙のクレープ率が５％以上３０％以下である前記
＜１＞～＜１０－１＞のいずれか１に記載の薄葉紙の製造方法。
＜１１＞
　前記＜１＞～＜１０－１＞及び＜１０－２＞のいずれか１に記載の製造方法で製造され
た薄葉紙。
【０１０５】
＜１２＞
　セルロース繊維を含んでなる基材と、０．０１ｇ／ｍ２以上のカチオン性抗菌剤とを含
有し、クレープ率が５％以上３０％以下である薄葉紙。
＜１３＞
　本発明の薄葉紙のクレープ率は５％以上であり、８％以上が好ましく、１０％以上がよ
り好ましく、該クレープ率は３０％以下であり、２５％以下が好ましく、２０％以下がよ
り好ましい、前記＜１２＞に記載の薄葉紙。
＜１４＞
　前記薄葉紙の坪量は、４５ｇ／ｍ２以下であり、３０ｇ／ｍ２以下が好ましく、２０ｇ
／ｍ２以下がより好ましく、該坪量は、８ｇ／ｍ２以上が好ましく、１３ｇ／ｍ２以下が
より好ましい、前記＜１２＞又は＜１３＞に記載の薄葉紙。
＜１５＞
　前記基材が単層である前記＜１２＞～＜１４＞のいずれか１に記載の薄葉紙。
＜１６＞
　前記基材の坪量は、８ｇ／ｍ２以上が好ましく、１３ｇ／ｍ２以上がより好ましく、４
０ｇ／ｍ２以下が好ましく、２０ｇ／ｍ２以下がより好ましい、前記＜１２＞～＜１５＞
のいずれか１に記載の薄葉紙。
＜１７＞
　前記カチオン性抗菌剤が第四級アンモニウム塩を含有する前記＜１２＞～＜１６＞のい
ずれか１に記載の薄葉紙。
＜１８＞
　前記カチオン性抗菌剤がベンザルコニウム塩を含有する前記＜１２＞～＜１７＞のいず
れか１に記載の薄葉紙。
＜１９＞
　前記カチオン性抗菌剤は、０．０５ｇ／ｍ２以上の坪量で含有されており、０．１ｇ／
ｍ２以上が好ましく、０．２０ｇ／ｍ２以上がより好ましく、１．０ｇ／ｍ２以下が好ま
しく、０．５ｇ／ｍ２以下がより好ましく、０．３ｇ／ｍ２以下が更に好ましい、前記＜
１２＞～＜１８＞のいずれか１に記載の薄葉紙。
＜２０＞
　前記カチオン性抗菌剤が、下記式（１）で表されるベンザルコニウム塩を含む前記＜１
２＞～＜１９＞のいずれか１に記載の薄葉紙。
【化４】

　式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、同一の若しくは異なるメチル基、エチル基又は炭素数８
以上２０以下の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基若しくはアルケニル基を表す。Ｘ－は一
価のアニオンを表す。
＜２１＞
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　前記ベンザルコニウム塩がセチルリン酸ベンザルコニウムを含む前記＜２０＞に記載の
薄葉紙。
＜２２＞
　前記薄葉紙には、前記カチオン性抗菌剤のほか、多孔質粒子及びｐＨ緩衝性消臭剤から
なる群から選ばれる少なくとも１種が含有されている前記＜１２＞～＜２１＞のいずれか
１に記載の薄葉紙。
＜２３＞
　さらに熱融着性繊維を含む前記＜１２＞～＜２２＞のいずれか１に記載の薄葉紙。
＜２４＞
　前記熱融着性繊維としてポリビニルアルコール繊維を含有する前記＜１２＞～＜２３＞
のいずれか１に記載の薄葉紙。
＜２５＞
　前記ポリビニルアルコール繊維は、前記セルロース繊維に対して、０．２質量％以上含
有されることが好ましく、１質量％以上がより好ましく、３質量％以上が更に好ましく、
前記セルロース繊維に対して、１０質量％以下含有されていることが好ましく、８質量％
以下がより好ましく、５質量％以下が更に好ましい、前記＜１２＞～＜２４＞のいずれか
１に記載の薄葉紙。
＜２６＞
　前記薄葉紙の一方の面の側に前記カチオン性抗菌剤が多く存在した状態となる前記＜１
２＞～＜２５＞のいずれか１に記載の薄葉紙。
＜２７＞
　前記セルロース繊維のフリーネスが３００ｍｌ以上５８０ｍｌ以下である前記＜１２＞
～＜２６＞のいずれか１に記載の薄葉紙。
＜２８＞
　さらにβ－グルクロニダーゼ阻害剤を含有する前記＜１２＞～＜２７＞のいずれか１に
記載の薄葉紙。
＜２９＞
　前記β－グルクロニダーゼ阻害剤が、植物抽出物としてのゴバイシタンニン、香料とし
てのグルカロラクトン及びグロバノン、並びにカチオン性界面活性剤としてのセチルリン
酸ベンザルコニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種を含有する前記＜１２＞～＜
２７＞のいずれか１に記載の薄葉紙。
【０１０６】
＜３０＞
　前記＜１＞～＜１１＞の製造方法により得られた薄葉紙又は前記＜１２＞～＜２９＞の
薄葉紙を用いた吸収性物品。
＜３１＞
前記＜１＞～＜１１＞の製造方法により得られた薄葉紙又は前記＜１２＞～＜２９＞の薄
葉紙を、液保持性の吸収性コアを被覆するコアラップシートとして適用してなる吸収性物
品。
【実施例】
【０１０７】
　以下、本発明を実施例に基づきさらに詳しく説明するが、本発明はこれにより限定して
解釈されるものではない。なお、本実施例において組成を示す「部」および「％」とは特
に断らない限りいずれも質量基準である。
【０１０８】
（実施例１）
（１）水系塗布液の調製
　カチオン性抗菌剤としてセチルリン酸ベンザルコニウム（花王株式会社製、「サニゾー
ルＰ」（登録商標））を用いた。原液タンク１０へ地下水とサニゾールＰを入れてから３
０分間、撹拌翼１１にて撹拌して水系塗布液を得た。この地下水の硬度は、７５ｍｇＣａ
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ＣＯ３／Ｌであった。水系塗布液中におけるセチルリン酸ベンザルコニウムの濃度は、５
．０％とした。
（２）基材の製造
　本実施例の基材は、セルロース繊維として針葉樹クラフトパルプを９０％、広葉樹クラ
フトパルプを１０％のシートを用い、これらの混合シートを次の方法により基材を得た。
なお、ここで述べる基材の製造からこの後の水系塗布液のスプレー塗布、クレープ加工ま
で連続した一つの抄紙機における工程である。
　まず、針葉樹クラフトパルプを９０％、広葉樹クラフトパルプを１０％のシートを水に
入れてパルパーを用いて離解した。次にリファイナーにて叩解し、フリーネス５８０ｍｌ
（Ｃ．Ｓ．Ｆ、ＪＩＳＰ－８１２１、ＩＳＯ５２６７／２）のセルロース繊維原料の水ス
ラリー（抄紙原料）を得た。熱融着性繊維としてポリビニルアルコール繊維（商品名ＶＢ
Ｐ１０７－１、繊度１．１ｄｔｅｘ、繊維径１１μｍ（真円換算）、カット長３ｍｍ、水
中溶解温度７０℃、株式会社クラレ社製）を、前記セルロース繊維原料に対して２．０質
量％含有させた。湿潤紙力剤としてポリアミンエピクロロヒドリン（商品名ＷＳ－４０２
４、星光ＰＭＣ株式会社製）をセルロース繊維に対して０．３５％、乾燥紙力剤としてカ
ルボキシメチルセルロース（商品名セロゲンＷＳ-Ｃ、第一工業製薬株式会社製）をセル
ロース繊維に対して０．１％配合した。
　上記の抄紙原料を用いて丸網抄紙ワイヤー上で紙層を形成させ、幅方向８５０ｍｍの基
材（湿紙２０）を得た。この湿紙を加工前の基材として用いた。
（３）薄葉紙の製造
　（（１）の操作から続けて）、図１及び図２に示す装置を用いて薄葉紙を製造した。湿
紙２０をプレスロール２２で脱水し、１６の噴霧ノズルを用いて水系塗布液を噴霧した。
原料タンク１０から前述の５．０％水系塗布液を希釈タンク１２へ移し、水で希釈して撹
拌翼１３で撹拌し、サニゾールＰが１．２％となるようにした。続けて目開き１５０μｍ
のストレーナ１４へ通し、ポンプ１５の吐出圧の調製により１個の噴霧ノズル１６からの
吐出流量を０．３Ｌ／ｍｉｎとなるようにした。噴霧ノズル５個を抄紙幅方向に２００ｍ
ｍの等間隔で並列設置し、幅方向全面にムラなく均一に塗布した。噴霧ノズルは、Ｕｎｉ
ｊｅｔ標準スプレーノズル（流量サイズ００６７、スプレーイングシステムズジャパン株
式会社製）を使用した。この水系塗布液の噴霧と並行して、ヤンキードライヤの表面には
、クレーピング用接着剤として、カチオン化澱粉「ＤＤ４２８０」（星光ＰＭＣ株式会社
製、商品名）を塗布液濃度０．１％で噴霧ノズル１７から噴霧塗布した。その後、ドクタ
ーブレードにてクレープを施された吸収性物品用シートは巻き取られた。ヤンキードライ
ヤの周速度を１２８ｍ／ｍｉｎ、巻取りロール２９の周速度を１００ｍ／ｍｉｎとした。
　得られた薄葉紙のクレープ率は、前述した測定方法（水中伸度法）で測定して２３％で
あった。また、薄葉紙の坪量は１６ｇ／ｍ２であった。薄葉紙において、製造工程におけ
る歩留まり（カチオン性抗菌剤：約５０％）の結果、セチルリン酸ベンザルコニウムの含
有坪量は０．１ｇ／ｍ２であった。
 
【０１０９】
（実施例２）
　基材の作製において、多孔質粒子としてＢＥＴ比表面積１７５０ｍ２／ｇの活性炭（塩
化亜鉛賦活）（フタムラ化学株式会社製「ＳＡ１０００」（商品名））を０．５ｇ／ｍ２

抄紙原料に配合して湿式抄造を行った以外は、実施例１と同様にして薄葉紙を得た。
　実施例２の薄葉紙のクレープ率は１０％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウ
ムの含有坪量は０．１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であった
。
【０１１０】
（実施例３）
　水系塗布液の作製において、噴霧する液中におけるセチルリン酸ベンザルコニウムの濃
度を０．６％とした以外は、実施例２と同様にして薄葉紙を得た。
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　実施例３の薄葉紙のクレープ率は１１％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウ
ムの含有坪量は０．０５ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であっ
た。
【０１１１】
（実施例４）
　基材の作製において、活性炭の配合量を１．０ｇ／ｍ２とした以外は実施例３と同様に
して薄葉紙を得た。
　実施例４の薄葉紙のクレープ率は５％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウム
の含有坪量は０．０５ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は１．０ｇ／ｍ２であった
。
【０１１２】
（実施例５）
　水系塗布液の作製において、噴霧する液中におけるセチルリン酸ベンザルコニウムの濃
度を０．１２％とし、基材の作製において、活性炭の配合量を３．０ｇ／ｍ２とした以外
は実施例２と同様にして薄葉紙を得た。
　実施例５の薄葉紙のクレープ率は１５％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウ
ムの含有坪量は０．０１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は３．０ｇ／ｍ２であっ
た。
【０１１３】
（実施例６）
　基材の作製において、前記ポリビニルアルコール繊維を、前記セルロース繊維原料に対
して０．５質量％含有させた以外は実施例２と同様にして薄葉紙を得た。
　実施例６の薄葉紙のクレープ率は７％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウム
の含有坪量は０．１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であった。
 
【０１１４】
（実施例７）
　基材の作製において、前記ポリビニルアルコール繊維を、前記セルロース繊維原料に対
して５．０質量％含有させ、薄葉紙の作製において、カチオン化澱粉を塗布液濃度０．０
５％で塗布した以外は、実施例２と同様にして薄葉紙を得た。
　実施例７の薄葉紙のクレープ率は１０％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウ
ムの含有坪量は０．１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であった
。
 
【０１１５】
（実施例８）
　基材の作製において、前記ポリビニルアルコール繊維を、前記セルロース繊維原料に対
して８．０質量％含有させ、薄葉紙の作製において、カチオン化澱粉を塗布液濃度０．０
５％で塗布した以外は、実施例２と同様にして薄葉紙を得た。
　実施例８の薄葉紙のクレープ率は１０％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウ
ムの含有坪量は０．１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であった
。
 
【０１１６】
（実施例９）
　基材の作製において、前記ポリビニルアルコール繊維を、前記セルロース繊維原料に対
して０．２質量％含有させ、薄葉紙の作製において、カチオン化澱粉を塗布液濃度０．５
％で塗布した以外は、実施例２と同様にして薄葉紙を得た。
　実施例９の薄葉紙のクレープ率は１０％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウ
ムの含有坪量は０．１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であった



(27) JP 6496576 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

。
 
【０１１７】
（比較例１）
　基材の作製において、前記ポリビニルアルコール繊維を含有させず、薄葉紙の作製にお
いて、カチオン化澱粉を塗布しなかった以外は、実施例２と同様にして薄葉紙を得た。
　比較例１の薄葉紙のクレープ率は０％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウム
の含有坪量は０．１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であった。
【０１１８】
（比較例２）
　基材の作製において、前記ポリビニルアルコール繊維を含有させず、薄葉紙の作製にお
いて、カチオン化澱粉を塗布液濃度０．５％で塗布した以外は、実施例２と同様にして薄
葉紙を得た。
　比較例２の薄葉紙のクレープ率は３％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウム
の含有坪量は０．１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であった。
【０１１９】
（比較例３）
　水系塗布液を作製せず、基材に熱融着性繊維を含有させず、薄葉紙の製造においてクレ
ーピング用接着剤を塗布しなかった以外は、実施例２と同様にして薄葉紙を得た。
　比較例３の薄葉紙のクレープ率は１０％であった。また、多孔質粒子の含有坪量は０．
５ｇ／ｍ２であった。
【０１２０】
（比較例４）
　薄葉紙の製造においてクレーピング用接着剤を塗布しなかった以外は、実施例７と同様
にして薄葉紙を得た。
　比較例４の薄葉紙のクレープ率は０％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウム
の含有坪量は０．１ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量は０．５ｇ／ｍ２であった。
また、前記ポリビニルアルコール繊維は、前記セルロース繊維原料に対して５．０質量％
の含有であった。
【０１２１】
（比較例５）
　水系塗布液の作製において、液中におけるセチルリン酸ベンザルコニウムの濃度を０．
０６％とし、基材の作製において、活性炭の配合量を５．０ｇ／ｍ２とした以外は実施例
２と同様にして薄葉紙を得た。
　比較例５の薄葉紙のクレープ率は１１％であった。また、セチルリン酸ベンザルコニウ
ムの含有坪量は０．００５ｇ／ｍ２であり、多孔質粒子の含有坪量５．０ｇ／ｍ２であっ
た。
【０１２２】
（評価）
１．風合い
　専門パネル５人（その内、介護職関係の有資格者が３人）により実施例と比較例のシー
トを手に持ち、最も柔らかく風合いがよい実施例１のシートの官能値を５．０、逆に最も
風合いが悪い比較例５のシートの官能値を１．０として基準を設け、他の実施例と比較例
について基準と相対比較しながら風合いの官能評価を行った。各シート３枚を評価し、全
パネラーの平均値を風合いの官能値とした。
　その結果は表１及び２に示されるとおりとなった。
　　５：非常に柔らかい
　　４：柔らかい
　　３：やや柔らかい
　　２：やや硬い
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　　１：硬い
【０１２３】
２．臭い官能評価
　まず、実施例１～９及び比較例１～５で得た各薄葉紙を、吸収体の被覆シートとして１
７０ｍｍ×２００ｍｍの大きさに調製した。この各薄葉紙で、パルプ／吸収性ポリマーの
構成比率が１５０（ｇ／ｍ２）／１５０（ｇ／ｍ２）の吸収性コアの表面全体を被覆し、
評価用の吸収体サンプルを作製した。作成した各吸収体サンプルはいずれも７０×１９０
ｍｍの大きさであった。
　次いで、次の手順で試験に用いる尿を準備した。
（ａ）坪量２０ｇ／ｍ２で大きさ１０ｃｍ×１５ｃｍの不織布（抗菌、消臭等の特殊処理
をしていない汎用的なもの）を準備した。
（ｂ）水で適度に湿らせた（ａ）の不織布を用いて３名のモニター（研究員、入浴してか
ら１２時間経過後の状態）それぞれが自身の下半身をよく拭き、肌常在菌と便由来の腸内
細菌を採取した。
（ｃ）モニター３名が採尿を行い、尿２．０ｇを（ｂ）の不織布に付着させ、ビニール袋
に入れて密封し、３６℃雰囲気にて２４時間静置した。これにより（ｂ）の不織布におけ
る菌を増殖させた。
（ｄ）その後、各モニターが採取した尿３００ｇを混ぜ合わせ、そのうちの５００ｇをメ
スフラスコに入れた。その中に（ｃ）の結果得られた不織布を入れて、時折撹拌しながら
２０分間浸漬した。
　次いで、（ｄ）の結果得られた尿を３０ｇ、各吸収体サンプルの中央部に溢れないよう
に徐々に注入した。尿が注入された各吸収体サンプルをそれぞれ蓋付のステンレス製の容
器に入れて密封した。この各容器を恒温乾燥機に保管して３６℃になるように保温し６時
間静置した。
　その間、1、３、６時間後の各容器を恒温乾燥機から取り出し、５人のモニター（少な
くとも３名が介護職員初任者等の介護資格所有者）が下記の基準で官能評価を行った。官
能評価の具体的な方法は、まず恒温乾燥機から容器を取出し、蓋を開けてから３０秒静置
した。その後、鼻を容器に近づけて臭いを嗅いだ。その評価数値の平均値を各吸収体サン
プルの評価試験の結果とした。
　その結果は表１及び２に示されるとおりとなった。
　　５：強い腐敗臭
　　４：弱い腐敗臭
　　３：尿と楽に分かる強い臭い
　　２：尿と分かる弱い臭い
　　１：尿と判別し難い僅かな臭い
　　０：臭いがしない
【０１２４】
３．接着強度
　ヤンキードライヤ２４とシート２７との接着強度を直接的に測定することは難しいため
、各実施例、比較例ともに手抄きにて薄葉紙を作製し、簡易型のロール乾燥機を使用して
接着強度を測定した。
＜手抄きによる薄葉紙の作製＞
　以下、各実施例、各比較例において、上記と同じ抄紙原料のスラリー、水系塗布液及び
クレーピング用接着剤を用いて以下の操作を行う。角型シートマシン（熊谷理機工業株式
会社製、上網１５０mesh、下網２０mesh）を使って手抄きを行い、抄紙原料のスラリーか
ら２５０ｍｍ角の基材の湿紙を得た。この湿紙へ水系塗布液をスプレー噴霧し、乾燥前の
薄葉紙を得た。
＜接着強度の評価方法＞
　３００ｍｍ角のアルミホイルの片面に、クレーピング用接着剤を均一に噴霧し、送風式
の電気乾燥機で１３０℃、１分間乾燥し、絶乾量０．５ｇ／ｍ２（固形分）となるように
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した。薄葉紙全面を覆うようにこのアルミホイルを重ね、速やかに回転型乾燥機（標準型
、熊谷理機工業株式会社製）にて１３０℃、４０秒間乾燥した。２枚貼り合わさったシー
トを乾燥機の流れ方向に２００ｍｍ、直角方向に５０ｍｍとなるように角型に断裁した。
引張試験機（株式会社島津製作所製、ＡＵＴＯＧＲＡＰＨ、ＡＧ-ＩＳ）を使用し、剥離
速度３００ｍｍ／ｍｉｎ、剥離角度１８０℃、スパン長１０ｍｍ、引張長さ２００ｍｍ、
乾燥機の流れ方向に引っ張り、接着強度を求めた。
【０１２５】
４．生産性（巻き取りの蛇行）
　図２において薄葉紙２８が巻取り時に、巻取り時の蛇行がないとは、安定走行の位置か
ら幅方向に５ｃｍ以内の振れに抑えられ（機械的な位置調整をせずに）、ロール形状が良
好とは、最大３０００ｍのシート巻取り時のロール周面において、最も凹んだ位置と、最
も凸の位置との高さの差が３ｃｍ以内であり、３時間の連続製造でこの状態が安定して継
続している状態をＡ、それから外れることＢとする。
　Ａ：巻き取り時の蛇行がなくロール形状が良好
　Ｂ：巻き取り時に蛇行しロール形状が不良
【０１２６】
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【表１】

【０１２７】
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【表２】

【０１２８】
　表１に示されるように、実施例１～９の薄葉紙はいずれも、カチオン性抗菌剤の含有坪
量０．０１ｇ／ｍ２以上とクレープ率５％以上とを両立させたものであった。生産時には
、熱融着性繊維を含有させクレーピング用接着剤を塗布したことで、十分な接着強度で良
好な生産が実現できた。その結果、得られた薄葉紙は、「風合い」が３．０以上と柔らか
さを感じるものとなっており、「臭い官能評価」が３．０以下と腐敗臭を感じないレベル
で抑えられていた。
【０１２９】
　一方、比較例１は、表２に示されるように、カチオン性抗菌剤を含む薄葉紙の作製にあ
たり、熱融着性繊維、クレーピング用接着剤のいずれも用いなかったため、クレープの付
与ができず（クレープ率０％）、生産性が悪いものであった。その結果、風合い評価は「
１．２」と硬さを感じるものとなっていた。
　比較例２は、クレーピング用接着剤を用いたものの、熱融着性繊維を含有させずに薄葉
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れなかった。また、作成時の接着強度は「８ｃＮ／５０ｍｍ」と一桁で実施例の２桁の値
に比べ大きく低いものであった。そのため、生産性は「Ｂ」と不良であった。その結果、
風合いは「１．５」と硬さを感じるものとなっていた。
【０１３０】
　比較例３は、カチオン性抗菌剤を含有させない薄葉紙の作製であった。そのため、熱融
着性繊維及びクレーピング用接着剤のいずれも用いないにも拘らず、接着強度及び生産性
が実施例と遜色ない値で、クレープ率１０％となった。しかし、臭い官能評価は「５」と
強い腐敗臭を感じるものであった。
　比較例４は、熱融着性繊維を含有させたが、クレーピング用接着剤を塗布しなかったた
め、クレープの付与ができず（クレープ率０％）、生産性が「Ｂ」と不良であった。その
結果、風合い評価は「１．５」と硬さを感じるものとなっていた。
【０１３１】
　比較例５は、カチオン性抗菌剤の含有坪量を０．００５ｇ／ｍ２と本発明の「含有坪量
０．０１ｇ／ｍ２以上」とする構成を満たさない薄葉紙の作製であった。この少ない含有
坪量に対し、熱融着性繊維及びクレーピング用接着剤を用いて作製した結果、クレーピン
グ率及び実施例と遜色ない値であった。しかし、臭い官能評価が「４．５」と腐敗臭を感
じるものであった。また、風合いが「１．０」と高いクレーピング率にも拘らず、実施例
に比べて低い値となっていた。これは、カチオン性抗菌剤の坪量が０．０１ｇ／ｍ２に満
たないため柔軟効果が得られなかったことと多孔質粒子である活性炭の坪量が極めて大き
いため硬さが際立ったと考えられるによるものと考えられる。
【符号の説明】
【０１３２】
１　表面シート
２　裏面シート
３　吸収体
３１　吸収性コア
３２　被覆シート
４　サブレイヤシート
１０　原液タンク
１１，１３　撹拌翼
１２　希釈タンク
１４　ストレーナ
１５　ポンプ
１６　噴霧ノズル
２０　湿紙
２０Ａ　カチオン性抗菌剤の液膜（疎水膜）
２４Ａ　カチオン性のクレーピング用接着剤の膜
２１　第１搬送ベルト
２２　プレスロール
２３　第２搬送ベルト
２４　ヤンキードライヤ
２５　タッチロール
２６　ドクターブレード
２７　繊維シート
２８　薄葉紙
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